
１ 自動車部品の世界電子商取引市場がスタート

１．１ コビシントの設立

昨年１２月２２日の日経朝刊第一面トップは、見出

しが「世界標準でネット調達。部品を競争入札。

トヨタ・本田・三菱自など。GMなど創設の市場

に参加」。世界的な規模の自動車部品・資材取引

の電子商取引市場「コビシント（Covisint）」へ、

日系自動車メーカが参加を表明する記事であった。

このコビシントのねらいは、大量調達によるコス

ト削減効果が大きいボルトやナットなどの汎用部

品・素材の調達をインターネットを使った競争入

札に切り替え、購入コストを抑えること。このコ

ビシントへの参加自動車メーカの顔ぶれが驚きだ。

共同出資を行うのは、フォード、ダイムラークラ

イスラー、GM、ルノー、日産、コマースワンと

オラクルである。

（http：／／www.convisint.com／info）

現在、参加を表明しているのは、１２月１１日発足

したコビシントの創立メンバーであるGM、

フォード、ダイムラークライスラー、ルノー、日

産の５社に、今回、参加の意思表示をしたトヨタ、

本田技研、三菱自動車、マツダの４社。この９社

で９９年生産した台数が３，４４２万台。これは、世界

全体で生産された自動車生産台数５，６００万台の

６１．４％にあたる。
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図表１ 創立パートナー

ダイムラー・クライ

スラー

販売台数で世界第３位。９８年にクライスラー（米）とダイムラー・ベンツ（独）が合併。９９年

の自動車販売は、４９０万台（乗用車・トラック）。従業員数は約４６．７万人。３４ヶ国に生産工場。

フォード トラック部門で世界一、乗用車・トラック合わせて世界第２位の生産。９９年約７００万台販売。

従業員数は約３４．５万人。

GM １９０８年創立の世界最大の自動車メーカ。従業員数は約３８．８万人。関連部品メーカは３万社。米

国最大の自動車輸出メーカで、世界５０ヶ国に生産拠点を有する。世界中に２６０の子会社、ジョ

イント・ベンチャー、関連会社を有する。

日産 １９３３年創立の日本第２位の自動車メーカ。１７ヶ国に２１の生産拠点をもつ。９９年３月、日産とル

ノーは包括的なアライアンス契約を締結し日産の財務強化と両社の収益向上を目指す。

ルノー ルノーグループの親会社で乗用車・軽商用車の生産企業。９９年、日産の３６．８％の株式を取得。

両社合わせて世界第４位４８０万台の生産企業に。ルノー１社では２３０万台生産。ルノーグループ

の総従業員数は約１６万人。
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コビシントの事業は、世界のOEM（組立メー

カ）、自動車部品メーカ、ディーラーなどの自動

車関連企業をオンラインで結び、調達、サプラ

イ・チェーン、製品開発を行う。提供サービスの

形態は、カタログ購買、オークション、ビッド・

クォート（逆オークション）などがある。

自動車メーカは、必要な部品の仕様や数量・納

期などの条件をネット上に公開し入札で価格を決

める。部品メーカは、不要な在庫の価格などを提

示して買い手を探す。コビシントは、そのウェブ

図表２ メーカ別自動車生産台数（１９９９年） （単位：千台）

北 米 南 米 EU
EU以外の

欧州地域
日 本 韓 国 そ の 他 合 計

欧州系メーカ ３，８９７ １，０９９ １２，２２６ １，０８９ ０ ０ ５５６ １８，８６７

BMW ローバー ４９ １，０７２ ２ ２４ １，１４７

フィアット ４５４ １，６９９ ３９６ ８２ ２，６３１

ダイムラークライスラー ３，３６１ ６１ １，３８９ ３ １４ ４，８２８

PSA プジョー・シトロエン ３３ ２，３８４ １６ ８２ ２，５１５

ルノー ３９ ９９ １，９５３ ２４７ ９ ２，３４７

フォルクスワーゲン ４１１ ４４０ ３，１６４ ４２４ ３４６ ４，７８４

ボルボ ３７ ４ ４６３ ５０４

米系メーカ １０，５４５ ４８６ ３，７８３ １１６ ０ ０ ３３０ １５，２６０

フォード ４，５４０ １２６ １，７２２ ５５ １９５ ６，６３８

GM ５，８３７ ３６０ ２，０２８ ６１ １３５ ８，４２１

日系メーカ ３，１２５ ４３ ７８６ ９１ ９，９０８ ０ １，５３５ １５，５２３

ダイハツ ６７０ １２ ６８２

フジ・スバル ９３ ４８１ ３ ５７７

日野 ３５ ３５

ホンダ ９７１ １８ １１４ ７ １，２２１ ９４ ２，４２５

いすゞ １０４ ７ ２６３ １４８ ５２２

マツダ ８７ ７８１ ９９ ９６７

三菱 １６０ １２１ １，００９ ２６５ １，５５５

日産 ５５９ ３６６ １，４０８ １２２ ２，４５５

スズキ・マルチ ８９ ０ ６９ ９０９ ４２２ １，５２４

トヨタ １，０６２ ２５ １８５ ９ ３，１３０ ３７０ ４，７８０

韓国系メーカ ０ ０ ０ １８９ ０ ２，８４３ １２１ ３，１５３

ダイウ １７１ ７５９ ９３０

ヒュンダイ １７ １，２７０ １９ １，３０７

KIA ６７３ １０２ ７７５

その他 ３５ ２３ ８２ １，４１６ ０ ０ １，６４９ ３，２０６

合計 １７，６０２ １，６５１ １６，９１２ ２，９０１ ９，９０８ ２，８４３ ４，１９２ ５６，００９

出典：The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers（http：／／www.oica.net）
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サイト上に部品の配送手段の検索機能を用意し最

適のタイミングと価格で運送条件が選択できるよ

うにする。買い手がおおむね主導権を握るB２Bの

ケースである。

このコビシント構想は、その世界的なスケール

の大きさや「企業系列」への影響、自動車の設計

開発プロセスへの影響などさまざまな点で注目さ

れた。今もそうである。自動車メーカ、自動車部

品メーカのみならず様々な立場の人たちがB２Bの

将来性を占うものとしてコビシントを注視してい

る。我が国の公正取引委員会を含む各国の反トラ

スト・独禁当局も注目している。世界で初めて本

格的にB２Bベンチャーが反トラスト法・独禁法に

抵触するかが問われた事案であるからである。

１．２ 反トラスト・独禁当局の判断

この事案は、昨年９月、米独の反トラスト・独

禁当局から、「適否の最終判断を留保し、まずは

ビジネスをスタートさせてみよう。」と、条件付

きのゴーサインが出た。

米国のFTC（連邦取引委員会）は、９月１１日

のGM、フォードなどコビシント創立メンバーに

対し、クレイトン法７条（競争を損なう企業結合

の禁止）違反か否かの調査を終了し、ハート・ス

コット・ロディノ反トラスト強化法に基づく待機

期間を終了させる旨、通知した。

（http：／／www.ftc.gov／opa／２０００／０９／convisint.

htm）

コビシントへの条件付きゴーサインは、FTC

が競争を害する危惧があると断定できなかったか

らである。その理由は次のとおりである。

１） コビシントは開発の初期段階にあり、まだ

付属定款、業務運営規則、参加者アクセス条

件も定めていない。

２） コビシントは、まだ業務を開始していない。

３） コビシントの創立パートナーは、自動車業

界のシェアが非常に大きい。

この決定の記者発表で、FTC委員長Robert Pi-

tofskyは次のようなコメントを述べている。「さ

る６月のFTCのワークショップで学んだように、

図表３ フォードの仮想企業体ネット（VCN）：

出典：http：／／www.jipdec.or.jp／chosa／Mckinsey／sld０２５．htmより
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図表４ 図表５

出典：日本経済新聞２０００年１２月２２日（金）朝刊より 出典：日本経済新聞２０００年１２月２２日（金）朝刊より
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B２B電子市場は、相当のコスト削減をもたらし、

ビジネス・プロセスを一層効率的に構築でき、競

争を促進する手段として将来性に富む。B２Bは、

生産性向上と価格引き下げを通じてビジネスと消

費者双方に利益を与える大きな可能性をもつ。も

ちろん、伝統的なエコノミーであれニューエコノ

ミーであれ、ジョイント・ベンチャーの場合、B

２Bは、競争を維持する方法で組織され運営され

なければならない。個々のB２Bの反トラスト分析

は、その目的、構造、個々の市場環境、組織・運

営の手続き・規則、実際の運営・市場パフォーマ

ンスを分析しなくてはいけない。」

他方、ドイツの連邦カルテル庁は、９月２５日

ゴーサインを出した。この結論の根拠を次のよう

に述べている。交換へのアクセスはすべての利害

関係者に開かれ無差別である。排他性は要求され

ていない。コビシント参加自動車メーカはその需

要をプールする意図はもっていない。連邦カルテ

ル庁は、集中化に関する決定をするに当たって、

コビシントが市場で優越的地位を占める証拠を見

出せなかった。コビシントは、数多くのB２B交換

市場と競合している。B２Bプラットフォームの開

発は、ソフトウェア企業がオープンにアクセスで

きる市場である。このジョイント・ベンチャーの

設立は、自動車市場の競争を阻害するような影響

はないと見られる。

連邦カルテル庁長官Ulf Bogeは、「今のところ

カルテル禁止に抵触する十分な証拠はないが、こ

のプラットフォームが、将来、いかに競争を擁護

するかを注視していきたい。」と述べている。

（http:／／www.bundeskartellamt.de／２６．０９．２０００_

english.html）

２ 連邦取引委員会（FTC）のワークショップ

昨年、４月、FTCは司法省と共同で「競争者

協調ガイドライン」を発表した。B２Bも念頭にお

いて作成されたものであるが、B２B自体を正面か

ら扱ったものではない。

B２Bの具体的な事例を検討したのは、コビシン

トが初めてであるが、米国の反トラスト当局は、

B２Bと反トラスト法制度の関係について、なお状

況を見極めたいとして慎重な姿勢を示している。

昨年６月２９、３０日の二日間にわたり、米国の連

邦取引委員会（Federal Trade Commission）は、

「B２B電子市場の世界における競争政策」という

タイトルの公開ワークショップを開催した。農務

省のJefferson Auditoriumには５００名以上が参加

した。FTC委員長Robert Pitofskyは、「FTCは、

B２B規制の前にB２Bを理解したい。B２Bは、限り

ない効率性を生み出すとともに潜在的な反トラス

ト法上の問題も顕在化させる。このワークショッ

プでは、B２Bが効率性を促し競争を創造し、競争

環境でB２Bが運営される基盤の確保がどのように

すればできるかを探りたい。」と述べた。１０月、

FTCスタッフによりそのワークショップの議論

がとりまとめられ公表された。（Entering the

２１st Century：Competition Policy in the World

of B２B Electronic Marketplaces）

このレポートは、消費者保護、企業間競争の維

持という競争・反トラスト政策の基本とB２Bとを

どう調和していくかに関し、その現状認識と課題

を記した興味深い内容のレポートである。紹介し

てみよう。

２．１ B２Bの鳥瞰図

２．１．１ 企業間取引

まずことばの定義から入っていこう。「企業間

取引」は、企業間の商品・サービスの購入にかか

る様々な種類の相互関係をいう。企業間取引は経

済全体の７０％以上を占めると推計されている。米

国経済を考えた場合、この７０％の部分に多少なり

と効率化を図ることができるだけでも、ビジネス、
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消費者双方にとって大きな意味をもつ。

B２Bの定義は、インターネットをなんらかの形

で利用するオンライン取引。B２Bは、「情報のや

り取りと取引のためにインターネットを利用する、

サプライヤー、流通事業者、コマーシャル・サー

ビス・プロバイダー、インフラ・プロバイダー、

そして顧客との間のシステム」である。ビジネス

上のB２Bの活動はおおむね６つに分類される。

サーチ（検索）と情報収集・集積（ソース）、選

定、交渉・入札、オーダー、商品サービスの授受

である。B２Bでは、この６つの活動のいずれかを

オンラインで行う。さらに、たとえばオンライン

での共同商品のデザインへとB２Bビジネスの領域

は拡張していく。

２．１．２ 電子ビジネスコミュニケーション

B２Bは、ビジネスコミュニケーションの歴史の

なかで最も新しいステップだ。企業取引は、連続

的で時に不均衡な進歩を遂げる技術革新と結びつ

いて発展してきた。技術革新の代表例は、電話、

ファクシミリ、EDI、インターネットである。イ

ンターネットは、電子通信の領域で新しく画期的

な飛躍を約束するツールだ。

�１ レガシーシステム

レガシーシステムとは、インターネットに先立

つ企業間取引の自動化システムである。レガシー

システムは、インターネットの効率化の貢献度を

測定するときの基準となる。レガシーシステムは

現在、企業の業務支援システムとして稼動中で、

B２Bで活用したいと考えている企業も多い。

レガシーシステムの一つが原材料購入請求計画

化（Materials requirements planning：MRP）シ

ステムである。このシステムによって、企業は、

生産スケジュールに即して購入すべき原材料を効

率的に追跡できる。MRPは、メーカの「料理本」

のようなものである。MRPには製品製造に必要

なパーツを記載した原材料請求書（bill of materi-

als：BOM）が含まれている。BOMには、一般的

な情報だけでなくさらに小部品とその組立法も

載っている。MRPは、この情報を生産スケ

ジュール情報に統合し、日別、月別の企業の

ショッピングリストを作成する。企業資源計画化

（Enterprise resource planning：ERP）システ

ムはMRPの発展型で、生産管理のほかに人材管

理、財務管理も含んでいる。財務システムがERP

を通じて購入システムと連動していれば経理部門

は購買の動きを直ちに把握できる。

MRPとERPは、在庫期間を減らすのに効果が

ある。リードタイムを減らすことはビジネスの目

的の一つだ。パーツは生産スケジュールに合うよ

うに送られて来なければならないが、同時に在庫

は最小限が望ましい。リードタイム、在庫をゼロ

にできれば、ビジネスは、オーダー即生産（build

―to―order）になる。MRPとERPは、投入量を予

測し在庫のリードタイムを減少させるのに寄与す

るが、その問題点は企業内システムであることだ。

別のレガシーシステムは、電子データ交換

（electronic data exchange：EDI）である。MRP、

ERPのシステムを拡張し買い手がサプライヤーに

直接発注データを送れるようにしたものである。

EDIは、企業間取引に必要な情報を交換できるよ

うディジタル化を図っている。EDIの導入により

システム参加企業の取引コストはかなり減った。

しかし、EDIのネックは費用がかかりすぎるこ

とだ。EDIはもともと専用線のVANネットワー

クを基盤に構築されており、大きなネット構築・

維持コストのため一般のビジネスへの応用は困難

であった。EDIは１０年以上、企業間取引に利用さ

れてきたが、そのメリットを享受できたのは少数

の大企業だけであった。

さらに大企業のEDIでも、専用線ネットの制約
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からEDIの拡張性には限界があり、多角的な企業

間ネットというよりも相対の企業間のネットとい

う色彩が強い。EDIでは市場の透明性も発展も期

待できず、その結果、すべてのビジネスパート

ナーとの一対一のネットを求めるニーズは高まっ

た。

�２ インターネット

インターネットがB２Bを可能にした。インター

ネットは、拡張性と接続の容易さの点から情報交

換のメカニズムとして卓越している。この接続の

容易さの要因は、XML（extensible mark―up lan-

guage）を採用したことにある。インターネット

を通じることで、異なる規格のMRP、ERPシス

テムをもった企業が、複雑な機能のソフトなしに

一般的なブラウザにアクセスできる。電子商取引

戦略を１人では構築できなかった小企業が、イン

ターネットという公共インフラ上でB２Bを使って

電子商取引を実現している。新取引ソフトウエア

の登場とコンピュータ・コストの低廉化と連動し、

インターネットが広範に導入された結果、B２Bは、

急速かつ変幻自在に発展している。

インターネット技術により、B２Bに参加する売

り手、買い手の間で、お互いの行動情報の共有が

進んでいる。インターネットの取引は詳細に追跡

される。B２Bの参加者は、購入者、売り手、購入

数量、取引日時などを知ることができる。

B２Bはレガシーシステムとともに利用できる。

B２Bとこれまでの業務支援システムとの統合は、

レガシーシステムと新技術との結合であり、レガ

シーシステムの便益を拡張発展させるものだ。レ

ガシーシステムに入力した情報をそのままB２Bで

活用でき、また、逆にB２Bの情報をそのままレガ

シーシステムに送り込むことが可能だ。

ある企業では、B２Bに参加しないが、インター

ネットを既存の専用ネットの機能アップに役立て

ている。たとえば、EDIに関して言えば、イン

ターネットも組み込んだ専用ネットで、垂直的な

サプライヤー・購入企業の関係の維持強化を図っ

ている。B２Bに参加しEDIなしでもコスト削減が

できないか、インターネットを使った専用ネット

で従前からのサプライヤー・顧客間の取引関係を

維持できないか、など、さまざまな取組みが進ん

でいる。

２．１．３ B２B

市場は、オフラインのときもそうであったよう

にオンラインでもさまざまな形態をとることが可

能だ。その形態は、商品の種類や産業の特質など

多種多様な要素によってまちまちである。

�１ 直接投入物と間接投入物

B２Bの形態は、その取り扱う商品に応じて異

なっている。

B２Bで売買される商品は、二つの範疇に分類さ

れる。直接投入物と間接投入物だ。直接投入物は、

製造過程に直接用いられる資材、部品であり最終

製品の一部になる。間接投入物は補修・維持する

ため用いられるもので、最終製品のパーツにはな

らない。

直接投入物は、間接投入物とくらべると頻繁に

取引されるものではないが、一回当たりの取引金

額は大きい。直接投入物は、企業の特定の部門、

たとえば購買セクションが扱うのに対し、間接投

入物の購入は、組織の多くの部門が直接買う。製

造業や小売業は、金融業などとくらべて直接投入

物への支出が多い。

�２ 水平的組織と垂直的組織

B２Bは、しばしば「水平的」か「垂直的」かで

分類される。水平的組織か垂直的組織かは、市場

が多くの異なる産業にまたがるか単一の産業のみ
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に関わるかによる。市場の「主要な商品」が必ず

しもある一つのカテゴリーに特化せずかなりの広

がりをもつ場合、普通、その商品の市場は水平的

な市場と言われる。もし市場が一つの商品カテゴ

リーの供給連鎖の中に位置づけられる場合、その

市場は垂直的であると言われる。

水平的市場は、特定の産業に特化しない間接投

入物（補修・維持品）にうまく適した構造になっ

ている。垂直的市場は、最終商品の生産工程に組

み込まれる商品、つまり特定の産業向けに特化し

た直接投入物に適合した市場である。

�３ 購買・販売の価格決定メカニズム

典型的なB２Bの４つの価格決定メカニズムを紹

介してみよう。カタログ購買とオークション、交

換、交渉である。

ａ） カタログ購買

カタログ購買では、買い手は多数のベンダーか

らカタログを取り寄せ商品データを比較すること

ができる。インターネットでは、これまでと比較

にならないほど多数のベンダーのカタログ商品を

音声や写真、ビデオ付きで簡単に比較できる。オ

ンラインであればカタログの価格変更も比較的容

易だ。

た と え ば、equalFootingは、MRO（Mainte-

nance, repair, or operation）配送の最大手６社や

その他の事務用品配送企業のデータを集め同じ形

式で閲覧できるようにしている。HotOfficeWire

は、中小の小売店を対象に消費者向け商品のカタ

ログを提供している。金属業界向けのB２Bである

MetalSiteは、必ずしもカタログ購買に基づかな

い商慣行がある金属業界で、オプション的にカタ

ログ購買のページを公開している。

B２Bのカタログ購買は、次のようなステップを

踏む。

１） ホームページ上で、買い手は、発注、既発

注の追跡、発注履歴や発注詳細情報の閲覧が

できる。

２） 商品カタログがあり、そこで買い手は、

メーカや、名前、商品分類、最終使用目的別

分類といった項目で検索できる。

３） ページに、買い手の検索結果が表示される。

数量、価格など。その後、買い手は購入商品

を選択できる。

４） ショッピング・カート。ここに選んだ商品

が表示される。買い手は数量、送り先住所、

支払い場所を変更でき、また、オーダーを取

り消すことができる。

５） 価格表のページ。価格と送料が表示される。

６） オーダーの確認。

売り手は、特定の買い手との合意に応じ顧客ご

との価格表を作成することができる。この価格表

はその特定された買い手からしか見ることはでき

ない。

価格メカニズムとしてのカタログは、少量単位

で購入される低価格品に向いているようだ。交渉

コスト・時間に比してあまりに低価格だからで、

価格は顧客ごとに決めうるとしても一般には価格

は固定している。

ｂ） オークション

フォワードオークションは、英国式フォワード

オークションとも言われている。多数の買い手が

個々の売り手から提供される商品に対して競って

応札する。フォワードオークションは売り手主導

のもので買い手側の応札に応じて競り値は上がっ

ていく。

英国式リバースオークションは、買い手主導の

もので、多数の売り手が個別の買い手に対し商品

提供を競って応札する。競り値は下がっていく。

リバースオークションでは買い手が商品の仕様な

どの条件を記したRFQ（request for quotation）

を出す。買い手がオークションに参加してほしい
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売り手を選ぶ。売り手は、ビッドを準備しオーク

ション期間中に提出する。応札期間中は、売り値

を変更するオプションがある。リバースオーク

ションでは、品質、売り手の所在地などを考慮す

る必要がある場合には、最低価格を提示したから

といってその売り手が自動的に落札するようにし

ない仕組みの可能だ。

オークションは、商品が特異なもので、なおか

つ、説明し理解しやすい商品に向いている。

ｃ）交換

交換は、売り手と買い手が対等な立場に立って

売り値、買い値を提示し価格を交渉する仕組みだ。

価格は上下に動く。B２Bの交換は、売り手、買い

手の間で、匿名で注文と引受けを直ちにマッティ

ングする仕組みであり、この価格決定メカニズム

は、売買が標準化され絶えず取引がある商品取引

などで向いている。代表例はCurrenexで、金融

機関、事業会社などを結ぶB２B為替市場である。

交渉

B２Bでの交渉は、RFP（request for proposal）

を出すなどして取引の参加者間で様々な情報を集

め比較し交渉する。

RFPの過程を追ってみよう。

１） 売り手がプロフィールやプロポーザルを出

す。

２） プロフィールやプロポーザルを提示した売

り手の中から買い手がその購入条件に合致す

る売り手を探す。

３） 買い手が売り手を選択し、その購入条件を

通知する。

４） 売り手は、関心があれば、買い手に応え、

売り手・買い手間で直接交渉が行われる。

�４ 所有と管理

現在のB２B市場の所有構造は単純に分類できる

ものでなく絶えず変化している。もっとも基本的

にはB２Bを活用しようと計画する企業（産業参加

者）がB２B市場を所有しているか、ベンチャー

キャピタリストや技術専門企業（非産業参加者）

が所有しているかで区別できる。前者はさらに所

有者が売り手か買い手かで分けうる。各々のグ

ループのB２B所有の有利点は、売り手・買い手が

所有者の場合は商品売買量に、ベンチャーキャピ

タリストの場合は投下資金量に、技術専門企業の

場合は機能開発にある。商品売買の当事者になら

ない非産業参加者の所有のB２B（サードパーティ

B２B）は「独立系市場」と称され公正・中立的な

市場と言えよう。この市場は、交換の収益を極大

化するインセンティブを本来的に備えており、需

要・供給両者のニーズをいずれも満足させうる。

しかしまた、市場に広く参加者を募る最善の方法

として公正・中立的に機能するインセンティブは、

所有形態のいかんを問わずあるはずだ、と言う人

もいる。

サードパーティB２Bの対極にあるのがコンソー

シャム方式のB２Bである。これは提携型B２Bとも

いうが、産業参加者によって創立・所有され、多

くは売り手か買い手のいずれかが主導的役割を果

たしている。このような所有形態はB２B成功に不

可欠だと指摘する人がいる。産業参加者は、財政

面の支援も、また、インフラ、ソフトウエア、

データベースの開発の支援など電子商取引市場の

機能充実のための様々な支援も期待できる。また、

B２B市場が一定の販売量を確保するため、その所

有企業は積極的にB２B市場を利用し取引を行うと

期待できる。

所有と密接にからむのが管理である。管理には

取締役会のメンバーシップと日常業務執行の二面

があるが、所有と密接に関係している。ただ、所

有と経営（管理）を切り離し、所有企業とほとん

ど無関係の企業が経営を担当するB２Bもある。
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�５ 収入

B２Bの収入源は、次のようなものが想定される。

取引仲介収入、会費（メンバーシップ）収入、サー

ビス収入、広告・マーケティング収入、データ・

情報収入。B２B市場の成熟につれ大宗となる収入

源も変わってくるであろう。

ａ）取引仲介収入

取引仲介手数料は、取引ごとに、あるいは一定

の取引数ごとに定額で、あるいは取引金額に応じ、

さまざまな計算方式で定めることができる。売り

手と買い手のいずれが手数料を支払うかは状況に

よる。また、手数料の金額は、産業によって異な

る。エネルギー、石油化学製品など頻繁に取引さ

れ高度に規格化された商品では、手数料の水準は

低いだろう。

この収入は、現在、B２B収入の中で大きな割合

を占めているが、B２B市場の競争の激化とともに

いずれ限りなくゼロに近づく可能性がある。

ｂ）会費

会費は、最初に、または年会費のように一定の

期間ごとに支払う。これはサンク・コストとして

機能し、B２B市場を別の市場に変更するコストの

意味合いをもつ。

ｃ）サービス収入

サービス料は、B２Bが直接的、間接的に提供す

る追加的な機能に対するものである。B２Bが提供

する付加サービスの例は、ロジスティックス（発

送サービスなど）、システム統合（例：従前のシ

ステムとB２Bの接続を図る）、ファイナンスサー

ビス（例：クレジット信用情報のチェック）、産

業情報（例：新商品・サービスの紹介、種々の取

引イベントの紹介、役立つサイトへのリンク、産

業関連ニュースのお知らせ、チャットルームの提

供）。B２Bは、自ら付加サービスを提供し収入を

得るとともに、付加サービスを提供するためB２B

サイトを借りる企業からのB２Bサイト賃貸収入も

想定される。このサービス収入が、将来、B２Bの

最大の収入源になると見られる。

ｄ）広告・マーケティング収入

B２B上の広告は、バナー広告、電子メールマー

ケティング（メール受信を選択した者にメールを

送信）などいろいろな形態がありうる。広告の価

値は、キーとなる購入の意思決定者をターゲット

にできるか否かにある。DMやトレイドショーな

どと同じくB２Bは、ターゲットマーケティングの

手段である。「米国内で環境管理ビジネスを営む

企業はわずか１０万ほどだ。その３０～６０％の企業が

情報を得るため毎月幾度も私たちのサイトを見る

とすれば、広告、セールスプロモーションで大き

な収入を期待できる。」この一環で派生的に得ら

れる収入源は、潜在顧客リスト作成・更新手数料

である。このリストをもつことで売り手はセール

スプロモーションが容易になる。

ｅ）データ・情報収入

B２B取引データやその他の市場関連情報の集積

は、それ自体、限りない価値をもつ。このような

情報は、これまではベンダーや流通業者が握って

いた。B２Bが相当の取引量をもつなら、取引連鎖

のさまざまな面から詳細な情報を集積することが

可能だ。理論的にはこれらの情報は集計・加工し

たかたちで販売できる。数百万の個々の取引で集

まった情報は、統計データとみなしても間違いで

はない。

レストランチェーン店と食材配給業者とを結ぶ

媒体としてB２Bが機能するケースをとりあげてみ

よう。B２Bは、レストランのオーダーを適当な配

給業者につなぐ。B２Bは、個々の取引情報を集計

分析することで買い手の選択・購買傾向に関する

情報を生み出し、この情報を食材生産者に販売す

ることもできる。生産者は商品改良のためすばら

しいヒントを得る可能性が出てくる。データ販売

の興味深い事例は、欧州の花市場で、B２Bは鑑賞
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植物の毎日の販売価格データを集積しその情報を

通信社に販売している。この情報は世界各国で見

ることができる。

個々の取引データを共有できなくとも、買い手

は買い手グループで集積されたデータを共有化で

きる可能性はある。たとえば、Petrocomは、

Petrocomと参加企業との契約で集積データ共有

の許諾がある場合、任意の買い手の集積情報を他

の買い手に提供している。同様に、FacilityPro.

comでは買い手情報は集積され買い手相互間で共

有されている。EnergyLeader.comでは、その取

引データを買い手の割引交渉のため集積している。

これらの取引データはトレード・シークレット

である。したがって、B２Bとしてはこれらのデー

タの管理者なのか所有者なのかを明確にしておく

必要がある。

�６ 情報へのアクセス

売り値、買い値、買い手の購買条件など企業機

密情報は、B２Bの参加者、所有者、管理チーム、

従業員、取締役会のいずれもが潜在的にアクセス

可能である。情報共有についての扱いは、個々の

B２Bで異なる。B２Bの取締役会や管理チームが情

報の利用方法を決めている例が多い。B２Bの運営

規則で決めている例もあり、さらにB２Bと参加者

との個別契約で取引データやその他の専有情報の

秘密保持に関し取り決めている例もある。

B２Bの所有者や管理者は、売り手、買い手の取

引情報にアクセスすべきか。たとえば、売り手の

所有者、管理者は、市場での顧客のすべての活動

情報を把握することができ、売り手がその取引に

参加するかどうかを決定するのに使うことができ

る。所有者はリアルタイムで価格をモニターでき

る。他の参加者の応札とその値をたちどころに知

ることができる。売り手の協調的行動から市場に

生じる危険の一つは、所有者が市場を先導し買い

手のマル秘のニーズを知り価格を吊り上げること

である。たとえば、買い手が相当量の化学品を一

週間以内にB２Bを通じ購入したいことを売り手が

わかれば、直ちに化学品の価格は値上がりする。

価格に関連するリアルタイムのマクロ情報（例：

顧客の購入パターン、買い値、買付け量）に売り

手がアクセスできれば、このような事態は当然起

きる。

B２B参加者間の情報共有について、あまりに多

くの情報が共有されているのではないかと参加者

が心配しだすと、市場そのものが自律的に修正メ

カニズムを稼動させるとの指摘もあるが、この自

律是正機能に懐疑的な人もいる。

�７ 参入障壁、ネットワーク効果、知的資産問題

B２Bは急速に増殖している。２０００年末までに

２，０００の市場が、２００２年末に５，０００の市場ができる

との予想もある。この増殖スピードはB２Bが統合

と分裂を繰り広げているのでどこまで続くかわか

らない。

B２B市場は最終的に統合されるにしてもそのB

２Bのなかに多くの部分的な市場ができるだろう。

その各産業内にニッチのプレイヤーが多く誕生す

る。

B２B発展は、その参入障壁の程度で大きく左右

される。参入の壁は低くマルチ市場が続々生まれ

ている。B２Bは増殖中だ。B２Bがカタログ購買や

オークションなどの限定的な機能しか提供しない

場合、そのB２Bは、多数の売り手、買い手が参加

し相当の取引量・取引頻度をもつ市場には発展し

ないだろう。基本機能をもつB２Bのスタートアッ

プの壁は、標準ソフトが利用できるにつれ低下す

る。技術プロバイダーにインフラをアウトソーシ

ングできれば参入障壁が低いのでB２Bはかなり早

く立ち上げることができよう。

他方、B２Bが一層複雑なサービスを提供し始め
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ると参入障壁は高くなる。B２B生き残りに最も大

切なことは十分な取引ボリュームを確保すること

だ。取引ボリュームと取引頻度は、B２Bの運営・

開発コストをカバーするため必要であり、さらに

魅力的な参加者を引き付け、取引コスト自体の引

下げに寄与する。

ある一つの産業向けのマルチ市場は、ネット

ワーク効果の性質とその大きさに左右される。市

場に買い手が多くなればなるほど売り手は買い手

を見つけやすくなり妥当な値決めをすることが可

能になる。買い手は、より多くの売り手から必要

な商品・サービスをその市場で購入できるように

なる。ネットワーク効果により大型B２Bが優越的

な力をもつと、このB２Bが扱う市場への参入は難

しくなる。

独立系のB２Bが計画するのと同じ市場で、産業

コンソーシャムがB２Bを構築するならば、独立系

B２Bは所要資金の確保が難しくなるであろう。ベ

ンチャーキャピタルの供給者は、産業系の協調B

２BモデルのほうがB２B成功に必要な取引量を確

保できると判断するかもしれない。国境を超えて

展開するB２Bビジネスでは、国によって反トラス

ト法制度が異なるので、それ自体、参入障壁にな

ろう。

ａ） B２Bを魅力的にし取引ボリュームを確保す

るためのインセンティブ

産業所有は、規模の経済とノウハウ・情報の経

済を実現するという人がいる。多くのB２Bでは、

市場維持に最低必要な取引量を得るため、主要な

売り手、買い手に何らかの利益還元を行っている。

産業所有はB２B存続の理由の一つであるとMetal-

SiteのCEOは言っている。利益還元は、B２B参加

者に一定量の取引を約束させる対価として行われ

るようだ。利益還元は、市場が細分化され多くの

参加者がいるB２Bよりも、集中化され参加者が限

られているB２Bのほうに多いようである。

B２Bで一定量の取引を行わせる別の対策は、B

２B利用の売り手、買い手にボリューム割引を

行ったり、一定量の取引ボリュームのコミットの

見返りにリベートを供与することだ。特別の情報

を提供することも考えられるが、この措置は、B

２B市場の透明性、自律修復機能に反するとの指

摘もある。

ｂ） 取引ボリュームを獲得し維持する必要条件

市場参加者に市場への参加を求めるため「契約

強制」の活用が考えられる。たとえば、あるB２B

では、その投資者が他のB２Bでの取引は禁止しな

いが他のB２Bへの投資や構築は禁止している。最

低限の取引ボリュームを要求している事例もある。

「ソフトな強制」が参加促進のため用いられて

きた。大手のプレイヤーが取引の一方当事者にな

るときは他のB２B参加者に、取引に参加するよう

要請される場合があるが、脅迫的な要素を含んい

ないとは言えない。

多くのB２Bでは排他性を求めていない。多くの

買い手は一つの市場だけでは満足しない。買い手

がさまざまなブランドに関心をもつ限り、売り手

に排他性を求めることも現実的でない。排他性は

取引ボリュームがわずかで、限られた期間の間だ

け有効である。

ｃ）知的資産問題

任意の産業向けB２Bが発展するかは、知的資産

問題をどのように扱うかに左右される可能性があ

る。たとえば、商品をはやく売ることに役立つ透

明性は、一方で競争相手に差別化された商品の製

造を可能にし市場優位を与えることもありうる。

B２Bの売り手がまず思う疑問は、B２Bに参加する

ことで知的資産を失うのではないか、ということ

である。

知的資産問題が整理されない限り、市場の透明

性に関するshop―botsのインパクトははっきりし

ない。Shop―botsは、多数のオークションサイト
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を同時にサーチするメタサーチ・エンジンである。

売り手がその商品を多くのサイトに出し、買い手

がそれらのサイトにアクセスできるなら、オーク

ションサイトが享受するネットワーク効果は減少

するであろう。

訴訟になっている事案がある。当事者はオーク

ションの巨人eBayと数多くのオークションサイ

トを集めたポータルサイトのBidder’s Edgeであ

る。Bidder’s Edgeでは、サーチエンジンと同様

の仕組みでeBayのリスティングを選別するソフ

トウエアが利用できる。知的資産の保護の必要性

は商品市場でも提議されている。NASDAQは、

B２B商品市場が手数料も支払わずにNASDAQ市

場にアクセスし株価情報を無断で利用することを

やめさせるよう著作権法の改正を求めている。

�８ 乗り換えコストと市場の互換性

複数の市場への参加の弾力性は、おおむね参加

者による市場間の乗り換えコストと市場間の互換

性に相関する。大企業は一つのB２Bから他に好ん

では切り替えないだろう。なぜなら、膨大な投資

を行って自社内システムをB２Bと接続させ、サプ

ライチェーンシステムを構築しており、別のB２B

にはじめから切り替えるのはかなり困難だからだ。

複数のB２Bを使う主たる要素は、市場が互換性

をもつか否かである。現在、市場間の技術的な互

換性はあまりないが、将来的には互換性の有無は

重要である。買い手は、その使用する技術の制約

なしに取引相手の選択を求めるであろう。売り手

もまた、そのカタログをいったんディジタル化し

たら多数のB２Bにフォーマット変換せずに載せた

いと考えるだろう。互換性のある技術標準のみな

らず、「標準商品説明マニュアル」などの互換性

のもったビジネス標準が求められるだろう。しか

しまた、互換性ある標準を作る機はまだ熟してお

らず、イノベーションが阻まれるのではないか、

との危惧も残る。

２．２ B２Bの効率性

B２Bは、高い効率性を生み出し市場に一層の競

争をもたらす可能性がある。ビジネスがさらに効

率的に競い合うようになれば価格引下げ、高品質

化、イノベーションが期待できる。B２Bは、消費

者に大きなメリットを約束する。

B２Bが生み出す効率の全体像はなお不明だ。い

くつかのB２Bはすでにスタートし効率化の果実を

生み出しているが、多くのB２Bはなお計画段階に

ある。産業界は、B２Bに参加しB２Bを所有するこ

とが、取引にかかるコストの削減に寄与するのか、

どれだけの投資を要するのかを、今、見極めよう

としている。

２．２．１ 現在の効率性、潜在的な効率性

どのような効率性が実現できるかは、対象とな

るビジネス、産業、市場の業務運営がどの程度自

動化しているかによって異なる。２０００年春、Na-

tional Association of Manufacturersの行った調

査によれば、メーカの８０％はウェブサイトをもっ

ているにもかかわらず、わずか１％しかウェブサ

イト利用の電子商取引を行っていない。技術的に

はB２Bは可能でも実利用には時間が必要だ。小規

模企業では、B２B取引を試みた企業の６０％以上は、

その後、オンライン商談を中止し、これまでどお

り電話で行っているという報告もある。情報通信

システムの切替えは簡単だが、行動パターンの切

替えは難しい。

業務運営の自動化ができていないと新技術の活

用は難しい。電子機器産業であっても内部意思決

定プロセスの自動化・統合化は未実施の企業も多

い。そうであれば、大手の買い手が売り手にリ

バースオークションの提案をしたとしても、売り

手企業は恐慌をきたす場合もあろう。リバース
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オークションでは、売り手企業は、自分が勝てる

価格を素早く計算することが肝心だが、その基礎

データがいろいろなところに分散していれば計算

などできない。

２．２．２ 管理コスト

B２Bは、取引にかかる管理コストの節減に大き

く寄与する可能性をもつ。管理コストには、発注

から支払いまでの所要時間などが含まれる。今は

これらの作業は電話やファックスを使い伝言ゲー

ム的なやりとりで行われている。化学薬品工業の

例では、一対一の電話販売は５７５ドルかかったが

B２Bでは１０ドルですむ。中小企業のペーパー取引

がB２Bの導入で１０ドルまで引き下げることができ

たとの調査結果もある。

管理コストには、誤って処理された取引をただ

すコストも含まれる。調達プロセスでの管理ミス

の損失はかなりのものがあると見られる。大手小

売店では仕入れオーダーの４０％になんらかのミス

があるとの報告もある。経理、納品検査、製造の

各スタッフの４０％の労働時間が付加価値を生まな

い作業に費やされているとの調査データもある。

これは消費者が企業の非効率ゆえ高いコストを支

払っていることを意味する。B２Bはこの非効率の

かなりの部分を取り除くことができるであろう。

B２Bの利点は「スピードと正確さ」である。

例外扱いのコストもオンラインで低下する。例

外扱いとは特別オーダーのことである。通常の

オーダーを誰もが納得するやり方で正しく処理す

るとき、特別オーダーもうまくこなすことができ

る。処理の複雑なオーダーには、後積み注文、一

部出荷、返品、代替品納入などがある。これらの

オーダーをこなすには労力がかかり高くつく。課

題の多くはリアルタイムでクリアできるので、作

業工程のオンラインへの移行により、例外扱いの

数を減らすことができる。

内国取引よりも国際取引のほうが複雑だ。たと

えば、売り手、買い手は、その言葉、通貨だけで

なく、取引方法、手続き、商品コード、商品説明

の記述も相違する。B２Bは、合理的で低廉な方法

によりそれらの相違から生じる複雑さを軽減する

ことができよう。

２．２．３ サーチコスト

B２Bでは、売り手、買い手が相手を見つけるコ

ストを相当程度引き下げることができる。取引に

ふさわしい相手を選べるか否かは、いかに価格比

較、ニーズの合致、代替商品の選定をスムーズに

行うことができるか次第だ。透明性が増せばサー

チコストは減り、競争を促し価格を引き下げ消費

者のためになる。

B２Bでは、買い手が売り手を比較することが容

易になる。あるB２Bでは、特に零細な買い手のた

めに、多数の売り手の商品と価格、販売条件を標

準化したフォーマットで提示し売り手の比較を容

易にしている。これまでの調達システムでは、た

とえ一本の電動ドライバーであっても分厚いカタ

ログのページをめくってメーカを選ぶ必要があっ

た。B２Bでは、数時間の手間ひまが数分に短縮で

きる。

サーチコストの削減は売り手にもメリットをも

たらす。企業の大小を問わず一層多くの顧客に幅

広く安価にアクセスできる。ある小さな鉄鋼メー

カは、昨年２、３月にB２Bを使ったところ５０社以

上の新規顧客を発見したが、その９０％はこれまで

社名も聞いたことがなかったそうだ。

大手の売り手企業にもメリットがある。これま

では、小さなロットしか購入しない買い手顧客は、

儲けよりも手間ひまばかりかかったのが、B２Bで

は、これらの顧客を集合化し顧客が自らの選択で

購入できるような仕組みが可能になる。たとえば、

先述の鉄鋼メーカの場合、１本のスティールコイ
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ルを調達するのにこれまで２０本の電話が必要だっ

たが、B２Bを使うことで、以前なら見向きもされ

なかったような大企業と恒常的な取引関係を結ぶ

ことが可能になった。

高度に商品が細分化された産業では、サプライ

ヤー（売り手）に安価にコンタクトできることが

特に重要になる。修理・補給パーツ産業などはそ

の典型で、サプライヤーのすそ野は広い。上位５０

社のシェアは１３％で最大手でも３％未満のシェア

だ。

複合商品製造のようなサプライヤーの集中度の

高い産業であっても、リバースオークションなど

では高い市場透明性のメリットをもつことが可能

だ。リバースオークションの魅力は、市場競争が

激しい、商品の価格弾力性が高い、契約金額が高

くなる、といった場合に、買い手が世界中の多く

の売り手を競わせることができる点である。たと

えば、昨年５月、米国連邦政府は、はじめてリ

バースオークションを行った。海軍は航空機非常

脱出シートの根幹の複雑な仕様のパーツを入札に

かけた。実績のある３社が応札した。調達責任者

の海軍担当者は、「この入札で約２８％節約でき

た。」と総括した。

B２Bのリバースオークションは、リアルタイム

で「りんごとみかん」といった異なった商品の間

でその比較を行って競わせる場合に有効だ。いわ

ゆる変形オークション（transformation auction）

では、サプライヤーから提示された異なった種類

の商品は、B２Bのソフトウエアで比較できるので、

オークションを主宰する買い手は、賢い選択が可

能になる。変形オークションは、購入とリースの

いずれを選択するかといった異なった種類の選択

肢の中からいずれを選ぶか早急に判断しなくては

ならないときや、商品としては一つであるがその

商品の特性が異なる場合（例 石炭としては同じ

だが単位当たり硫黄分の割合が異なる）などに特

に有効だ。

２．２．４ 新市場

以前なら見えなかった販売チャネルを顕在化さ

せれば、サーチコストは減らすことができる。B

２Bは新市場を創造する。

たとえば、フォークリフトのような資本財は、

その所有者が今現在は使用する予定がなくとも、

本質的には大きな価値をもつものだ。インター

ネット登場以前であれば未稼動資本財の活用市場

がはっきり見えなかったため利益をうることはで

きなかった。仮に不用資本財の情報を広く知らせ

潜在的な買い手の情報を収集しようとしても費用

ばかりがかさんだであろう。ところが、インター

ネットの統合パワーは、この逆境を克服し、情報

収集のコストを上回る余剰価値を生み出した。

別の新市場の例は、「賞味期限」が切れた商品

である。くだもののような商品は腐りやすくすぐ

ダメになるが、同じように「ディジタル商品・

サービス」は、賞味期限に敏感であるといわれて

いる。時間が重要な要素だ。たとえば、電波産業

は、その資源を約２０％しか使っていない。問題は

明白で、売り値をダンピングしないで価値ゼロま

で放置するかどうかだ。未利用の電波資源は、今

では標準化されインターネットの交換メカニズム

を通じて取引されている。National Transporta-

tion Exchange（NTE）は、毎年数十億ドルも未

利用のままにしてきたトラック輸送に焦点をあて

ている。NTEを通じて運送事業者は、自社ト

ラックの余剰状況を情報提供し、顧客ニーズとの

マッティングを図っている。

２．２．５ 一見（いちげん）顧客の購買

一見顧客の購買、すなわち取引実績のない顧客

の購入は、ビジネスにとって大きな課題だ。Na-

tional Association of Purchasing Managersでは、
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一見顧客の取引量は企業取引全体の３０％に達する

とみている。B２Bは、このような一見顧客への支

出を減らすことができるであろう。

たとえば、売り手・買い手が毎年交渉し一定量

の購買を約定する年間契約はよく見られるケース

だ。その基本契約に基づき個々のオーダーが行わ

れる。一見顧客の購買の場合、契約条項の一つひ

とつを両者で詰めなくてはならず、しかも継続的

な取引関係を作ることもできない。購買情報の集

中化によって、この種の問題の解決がスムーズに

いき、また、これまでの取引交渉で非合理的な要

素であった、誰が交渉窓口相手かで取引条件がか

わってくるといった点の改善に寄与できるかもし

れない。

B２Bは、許可のない支出を抑えることができる。

たとえば、従業員の支出の上限を事前に定め、追

加承認なしに購入できる相手や商品を前もって決

めておくことができる。B２Bでは、購買担当者が

事前の購入条件とは違った購入をしたい場合、そ

の承認を受ける手続きを簡素化できる。これは、

遅延が少なくなり、無断購入が減ることを意味す

る。

２．２．６ 共同購入

B２Bでは、共同購入が増え効率化を図ることが

できるであろう。共同購入は、購入の規模の経済

を通じ取引コストを減らし製造コストを減少させ、

あわせて生産性全体を向上させる。

次の事例は多数の買い手が単一の取引で大口割

引のメリットを享受できる例である。Appleby’s

は、４００の自社所有レストランを経営するチェー

ン・レストランである。B２BのInstillのサービス

を通じ、Appleby’sは、傘下のどのレストランが

何をいつ購入するかを正確に知ることができるよ

うになった。各店舗が、別々の配送業者を通して

いればデータを集計することは困難であったろう。

B２Bで得たデータをもとにAppleby’sは、サプラ

イヤーに対し大口割引を要求できるようになった。

大口割引は、まったく異なる業種の購買ニーズ

を合わせる場合も可能になる。B２BのequalFoot-

ingは、小口の買い手の購入をバーチャルにまと

めて大口割引を可能にしている。このB２Bの創業

者は次のように言っている。ロジスティックの問

題としてこのB２Bでは個々のオーダーをそれぞれ

別々に蓄積することはできない。なぜなら、修

理・補充品市場での取扱い品目は２百万以上にの

ぼり、十分な数の買い手が同時に同一品目を購入

したいといったことは考えられない。そこで、サ

プライヤーに対して個々の小口の買い手を合わせ

て一つの全国的規模の顧客とみなしそこに大口割

引を適用してくれるよう要請した。このB２Bでは、

ロットがまとまるというので、サプライヤーのみ

ならず配送業者からも割引の恩典を受けることが

しばしばある。B２Bとサプライヤーの間のXML

統合は、サプライヤーのコスト効率化に不可欠だ。

２．２．７ システム統合

B２Bは、その内部的な数多くのメカニズムを通

じ効率を向上させるのみならず、企業の社内シス

テムと統合することで企業システムのメリットを

引き出している。

実際、B２Bを企業の業務支援システムと統合で

きれば、B２Bに再度データを入力するてまをかけ

ずに、企業内システムにすでに収集ずみの購入請

求データなどを、自動的にB２Bは得ることができ

るようになる。たとえば、ERPシステムでは、何

をいつ必要かの判断、納品検査セクションなどの

担当部門への到着予定期日の通知、経理部門での

インボイスの確認など、多くの情報が提供される。

このような内部情報は機密事項が多いだけにオー

ダーを受けるだけのウェブサイトでは、産業界の

買い手に役立たなかった。購入品保管部門には検
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収の権限はなく、経理部門にはインボイスに支払

う権限がないのが現実であった。

２．２．８ サプライ・チェーン・マネッジメント

買い手とサプライヤーとの連携の緊密化は、サ

プライ・チェーン・マネッジメントを機能させる。

B２Bは、サプライヤーをサプライ・チェーン（供

給連鎖）に沿って連結していく。多数の階層のサ

プライヤーが、その連鎖によって買い手が何をい

つ欲しているのかを素早く正確に把握することが

可能になる。このような情報がないと、売り手と

買い手は相手のニーズを推測しなくてはならず、

不幸にしてそのような努力は報われない場合が多

い。ある鉄鋼メーカのCEOは、「当社の９１年の歴

史で予測が当たったことは一度もない。供給連鎖

のすべてを見通すと品切れ回避のためどうしても

在庫を多く積むことになる。その集積として、在

庫コストはかさみ、陳腐化、損耗が進み、過剰・

過少在庫になってしまう。」と述べている。サプ

ライ・チェーン・マネッジメントは、非常にパー

ツが多い複合型商品では特に重要だ。なぜなら、

効率性は、生産能力増強計画と密接に関連するか

らだ。B２Bは、企業のマーケティングをプッシュ

型からプル型にかえるのではないかとの指摘もあ

る。プッシュモデルでは、「まず生産、それから

販売」である。プルモデルでは、消費者はスマー

トな広告と販促に刺激され、サプライ・チェーン

を通じて商品をプルする（引っ張る）。

B２Bは、在庫管理の改善にも役立つ。最高レベ

ルのサプライ・チェーンとは、条件変更に応じ、

たえず関連部門が分析し生産計画を最適化するも

のである。このためのサプライヤーと買い手との

情報交換は驚くべき頻度で行う必要があろう。イ

ンターネットは、要求と認知の低コスト回路を用

意し、要求と認知がフォーマット化され共有され

る標準を定めることで、この統合のため生じる課

題の克服に寄与できる。

在庫管理について言えば、購入のオーダーは、

数百行の項目をもつ場合もある。企業は、そのす

べての項目が一致しないと支払いに応じない。す

なわち、正当な様式に基づき全項目が合致し経理

担当から支出の確認がなければサインはなされな

いということである。この面倒で時間のかかる手

続を考え、サプライヤーは、在庫コストをファイ

ナンスしなければならず結果的に多額の資本コス

トがかかることになる。取引項目の標準化、イン

ボイス送受の電子化、インボイス確認の電子化な

どによって、多くの経費を節約できる。

２．２．９ 協調

一層高度な効率化は、さまざまな協調から推進

される可能性がある。協調の一形態である特定の

作業のアウトソーシングは、企業がそのコア部門

に集中することを可能にする。直接的なセールス

それ自体をコアと考えていないサプライヤーも出

てきている。このようなサプライヤーにとってB

２Bは、販売チャネルのアウトソーシング化とい

う価値を生み出しているわけだ。

B２Bは、共同商品開発といった協調行動を容易

にする可能性がある。サプライヤー、買い手、顧

客の間で協調関係が進めば、新商品を開発、生産、

配送する時間を減らすことができる。たとえば、

新しい仕様がインターネットで直接、工場の生産

現場に送られ特注品が製造される、といったこと

が現実になる。

２．２．１０ 仲介・媒介組織

仲介・媒介組織は、B２Bの効率化に多大の貢献

を果たすことができる。たとえば、B２Bは価格の

透明性を増す。B２Bの売り手と買い手の間では、

取引相手が信用できるか否かが問題になる。仲

介・媒介組織は、売り手、買い手を双方からよく
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見えるようにする機能を果たすであろう。

仲介・媒介組織は、歴史的には商品を買い取り

一旦所有権をもつなど、商品の取り扱い権限をも

ち流通業者としての役割を果たしてきた。将来的

には、B２Bがロジスティックスサービスを組み込

みシームレス化すればするほどB２B参加者にとり

便利になるとの声もある。

２．３ B２Bの反トラスト分析

B２Bは、驚くべき効率化をもたらす。管理コス

トの削減、サーチコストのカット、新市場の創設、

これまで管理不能な支出のチェック、効率的な共

同購入の支援、サプライ・チェーン・マネッジメ

ントの促進、共同商品開発プロジェクトの連携促

進などが達成できる。

B２Bは、他方で、B２Bの構造の特性、付属定款、

社内規則、契約、所有・マネッジメント、市場特

性に対応して多種多様な反トラスト法上の問題を

生み出す。B２Bがもたらす反トラスト法上の課題

は、まったく新しいものではなく、従来の反トラ

スト分析で対処できるといわれている。反トラス

ト法関係者が、現在注視しているのは、B２Bが、

次の二つのタイプの市場の競争にどのような影響

を与えるかである。その市場とは、売り手・買い

手のレベルでB２Bを通しての商品役務市場（B２B

商品市場）であり、もう一つは市場そのものの市

場である。B２B商品市場は、調整を容易にする情

報共有協定や、大規模な買い手グループの買い手

市場支配力、B２B主要参加者によるライバル排

除・差別を行おうとする取決めなどによって、影

響を受ける。さらに、市場そのものの競争の健全

性は、排他性の有無・程度によって影響を受ける。

排他性は、市場を支配する主要参加者の過度の関

与を可能にする構造や、B２B参加者が他のライバ

ル市場への参加・利用を禁ずるルール・インセン

ティブなどによって生じる。

このような競争問題は、反トラスト分析で初め

てのものではない。「ダイナミックな経済発展は、

変化、改善、成功、失敗の連続であるが、絶えず

進化している。」（FTC委員Orson Swindle）が、

「B２B分野の課題は、すでにFTCが、ジョイン

ト・ベンチャー分析で扱ってきたものと同種類の

ものである。たとえこのようなダイナミックな技

術革新が世界を時として引っくり返すことがあっ

ても、反トラスト法とその基本的な分析手法は変

わらない。」（FTC委員Thomas B. Leary）「反ト

ラストの『古いルール』でB２Bを監視していくの

は、確かにFTCにとって新しいチャレンジであ

る。」（FTC委員Sheila F. Anthony）しかし、「FTC

が長年にわたる経験から学んだことは、技術に基

礎をおくような新市場であっても、反トラストと

消費者保護の基本原則は適用されるということで

ある。」（FTC委員Mozelle W. Thompson）多く

の反トラスト関係者は、反トラスト分析、特に

ジョイント・ベンチャー分析と昨年４月策定の

『競争者協調ガイドライン』が適用できるのでは

ないか、と言っている。

２．３．１ B２B上の商品売買市場

�１ 情報共有協定

競争者協調ガイドラインで明確にしているよう

に、競争者間の情報共有協定は競争に有益で、協

調による競争促進効果の実現に必要である。確か

にB２Bでの情報共有は、一定の条件のもとでは市

場に効率性と競争促進の便益をもたらす。しかし、

一方で価格その他の点で調整が進み、結果として

B２B上の商品市場やその川下の商品市場での競争

が害されるおそれも指摘されている。B２Bの協調

的な性格と、情報の効率的な交換にインターネッ

トの力が、反競争的な問題を引き起こす。特に情

報共有との関連においてそうである。難しい判断

は、情報共有協定が競争促進的である場合と競争
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阻害的である場合の見極めである。情報の瞬間的

な送達がアダムスミスの完全市場の機能を有効に

働かすのか、それとも反トラスト法違反の共謀に

役立つかは、なお様子を見る必要がある。個々の

ケースによって判断が異なってくるであろう。

B２Bでの情報共有協定が共謀を助長するかどう

かは、いろいろな形態が考えられる。憂慮すべき

は、B２Bの参加所有者が自分たちの間だけで、競

争に微妙な影響を与える情報の共有を計ろうとす

る誘惑にかられることである。集中度の高い市場

で売り手・市場所有者が、ライバルの設定する価

格をB２B情報として見られるようにするか。B２B

を通じて相互依存行動をモニターする優れた能力

を使って黙示の共謀を価格設定に際して行うか。

心配事は、売り手の行動だけに限らない。買い手

側でもB２Bを通じる情報共有が黙示の共謀になり

うるケースがある。たとえば、B２Bで原材料購入

情報を共有することによって、その原材料を使っ

て製造される商品の価格や数量について黙示の共

謀が成立する可能性もある。黙示の取決めからの

逸脱を監視する手段を提供することだって考えら

れる。買い手は、支払いオプション、支払い期日、

ファイナンス条件など取引条件についてB２Bを通

じ情報を共有するかもしれない。ひょっとすると

これらの条件の標準化さえするかもしれない。

情報共有協定は、シャーマン法１条（取引制限

行為の禁止）に基づき判断される。この種の協定

の反トラスト分析は、まず市場構造、マーケット

シェア、情報共有者間の関係、共有情報の種類を

調べ、競争減殺効果の見込みに焦点をあてる。分

析の結果、競争減殺の弊害がありそうであれば、

その情報共有行為が追求する効率性を調べ、また、

現実的で非制限的な代替的方法により同様の効率

性が達成できるか調査する。

ある種の情報共有協定は、価格調整などを促進

するだろう。原則的に、集中度の高い産業の企業

では、「価格引下げはすぐに他の企業の追随を促

す」ことを念頭において価格設定する。いずれの

企業も、安定的な高値が業界内すべての企業に

よって維持され、これがすべての企業に裨益する

ものだと承知している。しかし、また、このよう

な企業にとっての問題は、各企業が、「わずかの

価格引下げを実施しても他社は追随せず、しかも

価格引下げが顧客の注目を引く状況が最も望まし

いこと」も承知していることである。その場合、

どのようにして相互に価格引下げをしないように

するか。価格の高値安定をどう保証するか。ある

企業が他社の追随値下げを誘発せずに価格引下げ

をしょうとする誘惑を抑え、相互に競争を避ける

ようにするにはどうすればよいか。このようなこ

とを競争企業どうしで公に話し合うことは、反ト

ラスト法違反になる。しかし、また、各企業は、

競争企業が、秘密裏にあるいは部分的に値引きを

行い、暗黙の価格協定を破ることを恐れている。

情報共有協定は、このような不確実性を減らす。

集中度の高い市場の企業は、競争価格を上回る価

格を設定し、他社の値決めをチェックし公式の価

格取決めを行うまでもなく競争価格以上の値段を

維持する行動をとろうとするだろう。競争者協調

ガイドラインで明確にしているように、買い手サ

イドの協調は、参加者のコストを標準化すること

によって、あるいは、投入原材料の購買情報を通

じて参加者の産出レベルをモニターすることに

よって、共謀を促すかもしれない。不確実性を減

らすことで、参加者は、個々の利益の最大化を図

るモデルではなく、協調モデルの実現をめざす可

能性がある。このような理由から、比較的重要な

情報の共有を目的とする協定は、十分吟味する必

要がある。

ａ）反トラスト行為を示唆する要素

情報共有協定が競争を阻害するか否かはケー

ス・バイ・ケースで、事実関係を明らかにすべき
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だ。反競争的な調整を助長する協定が問題となっ

たときは、重要事項を分析する必要がある。代表

的な要素は、最低５つある。

まず、B２Bの市場構造はどうか。市場の集中度

が高ければ高いほど、競争への悪影響の可能性は

高い。情報共有者の市場シェアが高ければ危惧は

高まる。B２Bへの参入障壁が低ければ共謀を促す

情報共有の機会はなくなる。商品の類似性、企業

の同質性、売り手・買い手の特性、典型的な取引

の特性などは分析の際、考慮すべき要素だ。つま

り、市場に共謀の危険が少なければ、B２Bの情報

共有協定による共謀の危険は少なくなるわけだ。

第２に、誰が情報を共有するか。競争者間で情

報を共有する場合のほうが、おおむね非競争者間

で共有する場合よりも危険だ。

第３に、どのような種類の情報を共有するか。

競争者協調ガイドラインで指摘するように、価格

や産出、コスト、戦略計画に関する情報の共有は、

競争減殺のおそれが強くなる。

第４に、情報の鮮度はどうか。現在交渉中の取

引価格や将来の取引価格にかかる情報の共有のほ

うが、過去の取引情報よりトラブルの種になりや

すい。

最後に、情報は、B２B以外の方法で入手できる

か。B２Bだけでしか得られない情報のほうが競争

を阻む危険は高い。B２Bを所有するサプライヤー

は、取引に参加しようがしまいが、すべての取引

情報を知りうる立場に立つ。B２Bは市場での価格

変動をリアルタイムでモニターできる。このよう

な応札者が他の応札者の価格条件などを取引ごと

にたちどころに知りうる状況では、共謀の危険の

可能性は高くなるかもしれない。

B２Bに、その市場でしか取引できないとする排

他条項がある場合、共謀の危険度はさらに増す。

B２B参加の利点にもかかわらず、B２B参加者がそ

のB２Bを利用しないで取引を行う能力とインセン

ティブをもつ場合は、共謀の枠組みを崩すことが

できる。排他性は、取引の駆け引きの機会を失わ

せうるし、共有情報の価値を高めることも可能だ。

たとえば、売り手AがB２Bで販売した売り手Bの

商品を知ることができ、さらに売り手Bが排他条

項によってそのB２Bで商品すべてを売らざるを得

ないことを知るなら、売り手Aにとって、売り手

Bの販売パターンを知ることはいとも簡単だ。と

ころが、排他条項がない場合は、売り手Bは、そ

のB２Bに少量しか販売のコミットをしないかもし

れず、売り手AがB２Bから得ることのできる情報

の価値は低下するであろう。

ｂ）効率性

情報共有は、効率化を進めるために本当に必要

なのか。情報共有は、いかに競争を加速するのか。

情報共有が競争を促しビジネスの効率化を進める

場合もあろう。結論的に言えば、B２Bで情報共有

が認められるのは、価格の透明性が増すためであ

る。価格の透明性が増せば、買い手が一層迅速に

一層多くの応札を行い、比較ショッピングを促し、

また、売り手や買い手がさらに多くの潜在的な取

引相手に数多く費用をかけずアクセスできる、と

いったことが期待できるのだ。サプライ・チェー

ン・マネッジメントを可能にするのは、B２Bの情

報共有という財産があるからである。

ｃ）反トラストの危険の回避

効率性の観点からは、「現実的で非制限的な代

替的対策」によって効率性が達成できるかを見て

みることが必要である。いろいろな代替的な対策

が考えられる。列挙してみよう。オンラインの

オークション・交換への参加者には情報を制限す

るという対策。B２Bのオークションサーバーにプ

ログラミングして、市場集中度の低い分散型の商

品ではサプライヤーに一層多くの情報を提供し、

逆に市場集中度の高い商品では情報を制限する対

策。売り手は他の売り手の価格は知り得ても売り
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手の名前は匿名にする措置。他の売り手のビッド

最新価格帯のみ知り得る措置。オンラインカタロ

グ購買をセグメント化し売り手は競争者の提示価

格を知り得ないようにしたり、買い手も他の買い

手の購買条件を知ることができないようにする対

策。

B２Bで、情報非開示、機密保持を取り決めるこ

ともできる。FreeMarketsを使う買い手、サプラ

イヤーは、情報非開示の取決めを結んでおり、サ

プライヤーは買い手の応札機密情報を他にもらし

てはいけないことになっている。また、Metal-

Siteは、従業員に反トラストの研修を受けさせ、

機密保持と競争阻害防止に関する契約を結んでい

る。

B２Bは、B２B参加者が人選した管理メンバーに

対し情報保持義務を課すことが可能だ。

B２Bの規則が遵守されているか否かについて、

B２B参加者がB２Bの会計情報を知ることができる

ようにし、もし規則が破られた場合はペナルティ

を課すべきだとの意見もある。

このような措置は競争減殺行為のセーフガード

になるのか、まだはっきりしない。B２B参加者は

自己の取引情報を公開し自らを不利益にすること

は嫌うゆえ、B２Bにはこのような措置を機能させ

るインセンティブがあると言う人もいる。

�２ 買い手独占

B２Bは、買い手独占を容認するのではないか、

との懸念の声がある。買い手独占とは、買い手側

が市場で行使する力を使い、買い手がその購買力

を背景として購入価格を切り下げることをいう。

水平合併ガイドラインでは、「単一の買い手や買

い手グループが競争価格以下の水準に購入価格を

引き下げ、その結果、取引量を抑える市場力」と

定義している。買い手独占の理論では、単一の買

い手（買い手グループ）は、購入量を減らすやり

方で、本来支払うべき対価以下の価格に引き下げ

る。

すべてのB２Bが共同購入を促すものではない。

事実、グループ購入は実行が難しい。それゆえに、

多くのB２Bでは、参加者は個々に購入できるよう

になっている。同じ電話網を使って多数の企業が

購買しているのと同じだ。

しかし、B２Bでは、購入量の削減調整ができる

程度の市場占有率をもつ買い手グループが存在し

うる。このような調整は、エージェントを通じ、

あるいは購入量調整を行うコンサルティングサー

ビスを通じて瞬時に行われるだろう。この調整は、

B２Bの情報共有プロセスの中からも可能だとの指

摘もある。特定のB２Bでしか取引しないという排

他条項がある場合は、買い手独占の実行が容易に

なろう。

買い手独占が可能か否かは、B２B市場に出品さ

れる商品の価格に影響を与えるほど買い手グルー

プがシェアをもっているかが鍵である。これが買

い手独占を判断する第一のポイントである。修

理・補充品などは、１人の買い手といってもその

シェアは高が知れており、市場で優越的立場に立

ち得ないので、買い手独占の危険は少ない。

買い手独占で危惧される問題の一つは、新規の

買い手が買い手独占力を行使するグループから受

ける競争減殺の被害を治癒できるか、ということ

である。競争者協調ガイドラインで述べているよ

うに、もし買い手独占力を行使するグループが購

入量を減らせば、新規の買い手は、それまで適用

されてきた低い価格で購入できるチャンスが生ま

れるので、新規の買い手は買い手独占力の対抗力

となりうる。

買い手独占が明白な弊害となったとき取りうる

救済措置はなにか。買い手グループのシェアが

３０％を超える場合は、買い手グループのメンバー

シップを制限し、そのシェアを抑制する対策が提
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案された。B２Bの情報共有の商慣行が買い手独占

の調整を助長するとして、ファイアウォール、匿

名性、管理の独立などで情報の流れを制限する救

済措置の提案もある。売り手側が買い手側の持ち

分を超えるB２B所有権をもつようにするという提

案もある。

�３ 排除

多くのB２B市場は、業界の主要企業のいくつか

が所有持ち分をもつコンソーシャムモデルで設立

されてきている。B２Bが本質的に効率向上をもた

らすのであればB２B所有企業の競争相手は、その

B２Bサービスを活用しようとするだろう。所有企

業は、B２Bへの競争相手のアクセスを断ったり、

不利な利用条件を課すことで競争をそこなう危険

はないか、という問題がある。このような扱いは、

競争企業にコスト増をもたらし、B２B上の市場で

も、その他の市場でも有効競争を制限することに

なる。

これまでのところ、このような事例はなく、B

２Bは「来るもの拒まず」。しかしながら、ライバ

ル企業へ不利な扱いをする危険は予想され排除の

可能性はある。B２Bへの完全なアクセスは様々な

かたちで妨害される。B２B所有企業のみがB２Bか

らキックバックしてもらったり、優先的に情報の

提供を受けたり、といったことも想定される。差

別的な業務規則や不当なB２Bアクセス条件は、ラ

イバル企業に高コストや機能低下をもたらす。

B２Bという運動場において、B２B所有者を有利

化する偏向ルールがあるかどうかを判断するため、

「ゲームのルール」を吟味することは重要だ。た

とえば、理論的には多数のプレイヤーにオープン

だが、実際には限られたプレイヤーだけ公開ビッ

ドの後に応札できる市場がある。ビッドを自由裁

量的に制限したり、公開値にバイヤスをかけるこ

とで、表面上は中立的なルールの裏で、潜在的な

競争者を排除し、価格競争を回避するのだ。トッ

プ市場プレイヤーは、アクセスを阻んだり不平等

な条件でのアクセスを慫慂したりして、小規模な

市場参加者を手玉に取ることは容易だろう。

競争企業のB２B市場へのアクセスを拒否したり

不利な扱いをすることはコストアップにつながる。

これ自体は、一般的には直ちに反トラスト違反と

はみなされない。むしろ、排除は、個々の競争者

ではなく競争を害する場合に反トラストの問題と

なる。

このアプローチは長年にわたり裁判所で認めら

れてきたものだ。最高裁が、共同管理行為への競

争者のアクセスを拒否する協定を非難するときは、

競争の弊害が明白に実証されるものでなくてはな

らない。Associated Press v. United Statesの判

決では、ライバル新聞社にワイアサービスを認め

ない規則は、競争の息の根を止め、競争の破壊を

企図したもので、新規の新聞社が多数の地域市場

に参入する機会を大きく損ねるものだと判示した。

United States v. Terminal Railroad Ass’nの判決

では、Terminal社の管理施設を使わなければ、

セントルイスを通過することも、否、セントルイ

スに入ることも、どの鉄道会社であってもできな

いと事実認定を行ったのち、Railroad Associa-

tionの駅施設へのイコールアクセスを義務づけた。

また、単独企業の判例として、電力会社が、独占

的地位を危うくする危険のある自治体のシステム

に売電、給電を拒否したことを非難した。

他方、競争への有害性が認められないときはア

クセスの拒否・制限それ自体を違法だとはしてい

ない。たとえば、第１０巡回控訴裁は、Discover

Cardを発給するSears, Roebuck社の子会社がVisa

USAのメンバーシップを拒否されたことを違法

ではないとした。「市場支配力を示す明白な証拠

はない。排除のルールは効率化の観点から正当化

できる。シャーマン法は競争者ではなく競争それ
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自体を保護するものだ。消費者を害するとは立証

できない。」このように述べた。

多くの点で今日のB２Bの先行事例であるコン

ピュータ予約システム（CRS）では、２社の航空

会社が、ライバル会社に１予約当たり１．７５ドルを

課することにより、自社コンピュータ予約システ

ムへのアクセスを事実上拒否した。この訴訟では、

CRS運用企業は、航空輸送市場での競争を排除す

るパワーをもっていないとして、訴訟を棄却した。

CRSのスクリーンにライバル会社のフライトより

CRSの自社フライトを先に表示するという、CRS

運用でよくトラブルになる事例は、民間航空委員

会（Civil Aeronautics Board）が無差別扱いを求

める規則を制定して解決がはかられた。

近年、学界の反トラスト分析は、競争減殺の有

害性に焦点を当てている。ライバル企業のコスト

増と川下の市場での競争阻害をもたらす行動の効

果の分析に有用なフレームワークが提供されてい

る。二つの市場が対象だ。一つはライバルが排除

される投入市場で、もう一つはライバルの競争力

が阻まれる産出市場である。

B２Bの文脈では、分析はB２Bのサービス市場に

まず焦点が当っている。B２Bへのライバルのアク

セスが拒否・制限される結果、生じる不利益の範

囲と、不利益を被った企業が不利益を回避・軽減

する代替措置の二つが分析の対象になる。しかし、

この分析では、不利益を被った競争者への損害が

わかるだけである。競争への損害を知るには、排

除された企業が参加する市場で競争がどうなるか

のインパクトを考慮する必要がある。競争減殺の

害が想定されるなら、その加害を相殺するほどの

競争促進メリットを実現するため、アクセスを拒

否する合理性があるかが分析の対象になる。

たとえば、小型装置メーカがその部品を購入し

ようとしてB２Bを作り、そのB２Bから躍進著しい

新規参入メーカを排除した場合、まず分析すべき

は、この排除がどれだけ新規参入メーカのコスト

増となり、そのメーカが被害を最少化するため他

の対策を取れるかという点である。つまり、その

後、小型装置市場の競争がどうなったかの調査で

ある。もし排除された企業に損害があっても、小

型装置市場の競争が維持されるなら、市場での競

争減殺効果はないことになる。調査の焦点は、こ

の市場での一般的な競争効果であり、排除にとも

なう競争減殺の被害と競争促進の便益のいずれも

視野に入れなければならない。

これらの調査は、事実に立脚しなければならな

い。B２Bの場合、その所有・運営者が売買と無関

係であれば、参加者に排除したり不利益を課すイ

ンセンティブはない。他方、業界企業のコンソー

シャムが所有・運営するようなB２Bであれば排除

のインセンティブはありうる。排除に関しての分

析でのポイントは次のようなものだ。

１） 競争的な価格での商品の売買にとってB２B

が唯一の手段か。適当な代替的な手段はない

か。他のB２Bや専用線ネット、オフラインの

市場が代わりに利用できないか。代替的な手

段は有効か。排除を行ったB２Bは特別の便宜

を提供しているか。

もし、排除された企業が代替的な手段により同

等のコストでサプライヤーや買い手と取引ができ

るのであれば、被害は回避可能だ。しかし、圧倒

的なパワーをもつ市場では、ネットワークの強い

力が働き、代替的手段ではネットワークの効率性

に対抗できないとの指摘もある。１９９６年、FTC

が開いた公聴会「Global and Innovation―Based

Competition」のスタッフレポートでも、ネット

ワークの効率性は、排除の不利益を拡大しシステ

ム間競争を縛るとの報告がなされている。ネット

ワークと連動した需要サイドの規模の経済を考え

れば、ジョイントベンチャー参加を拒むことが妥

当かの精査・評価は当然すべきことだ。この精査
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は、事実関係に高度に立脚し、買い手・売り手が

コスト効果のあるB２B代替手段をどの程度利用で

きるか、他の取引メカニズムがB２B市場をどの程

度代替できるか、に配慮しなければならない。後

者の調査にあたっては、提供される付加サービス

の種類は何か、代替取引メカニズム間で相互に利

用変更が可能かなども調査すべきだ。

２） ライバル企業のコスト効果は、代替的な取

引市場への参入やその企業の対抗戦略によっ

て解消・中和されるか。

３） B２Bが商品や代替商品を同等の価格で売買

できる事実上ただ一つの方法である場合、ア

クセスの拒否・制限によって、B２B参加者は、

販売商品の価格を引き上げたり維持したりす

ることができるのか。

これは、不利益を被った参加者が、川下の市場

での競争に参加しうるかの問題だ。原材料購入市

場のB２Bで排除されたライバル企業が、川下の商

品市場において競争環境維持に重要な働きをする

のであれば、このライバル企業のコストを相当程

度引き上げる結果となる排除行動は、有害な競争

減殺をまねくことになる。川下市場のシェア集中

度、川下市場での一方的な、あるいは協調的な競

争減殺効果、川下市場での参入の容易さ、排除さ

れた企業の競争促進の役割などが分析されなけれ

ばならない。

４） 排除の有効性とは何か。排除は競争をいか

に加速するか。

あるB２Bでは、その市場を差別化するため参加

者を選別・限定し「選ばれた売り手」がB２Bの構

成メンバーとしている。非所有の参加者がただ乗

りするのに対処するため、参加者間で待遇に差異

を設けることは許されるとの指摘がある。

２．３．２ 市場間競争

�１ 市場の競争の本質

B２Bサービス提供での激化する競争に焦点を移

してみよう。電話サービス、インターネットアク

セスサービスなどのようなビジネス支援サービス

が競争問題を生み出しているのと同様、市場間の

競争が反トラストの危険に晒されるようになって

きている。反トラストの枠組みは、市場間競争を

維持するため機能しなくてはならない。

現在、市場の発展はなお初期段階であるが潜在

的に重要な段階にある。現在の政策、決定が将来

的にB２Bの競争条件を形作ることになる。市場間

競争は、ネットワーク効果の性質・波及の程度や、

リーダー的な巨大市場の市場行動の双方から影響

を受けるであろう。

売り手や買い手が、B２B所有者利益を保持しつ

つ、不当にも自ら進んで、あるいはやむを得ず、

他の市場を排除し、この結果、B２Bの有効競争が

損なわれるのではないか、との懸念がある。B２B

は、様々なニンジン（配当、リベート、一定の取

引量をコミットする見返りとしての収入分配な

ど）やムチ（最低取引量の要求、他のB２Bへの投

資の禁止、前払い会費、ソフトウエア投資の要求、

サプライヤーや買い手への圧力など）を用いる可

能性がある。ニンジンやムチであるこれらの排他

的な商慣行は、B２B参加者が他のB２Bを利用した

り支援したりした場合に、B２B乗り換えコストと

して捨てなくてはならぬ利益、払わなくてはなら

ぬペナルティに当る。潜在的に強力なB２Bのネッ

トワーク効果からすれば、排他的な商慣行は、も

ちろん、効率をもたらす限りにおいて競争促進的

だと言えようが、市場の優越性を支える媒体とし

て十分注意を払う必要もある。

明白な排他的商慣行がなくとも、業界の有力大

企業がコンソーシャムで所有する、強大な包括的

B２Bは、それだけで同様の憂慮を惹起する。所有

の利害が事実上、排他性を生み出すインセンティ
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ブになる限りにおいて、コンソーシャム形態のB

２B組成の評価には、以下に述べる分析を適用す

ることができよう。

�２ 判例法

問題となる排他的商慣行は、競争者間で作られ

る水平的なB２Bと、サプライヤーと顧客とで構築

される垂直的なものとに分けて考えてみる必要が

ある。法体系の相違はその前提の差に由来するが、

法が求める審査は、競争の現実的あるいは望まし

い効果が確保されるか否かである。水平的なB２B

では、B２Bへのライバル企業の利用を抑制する競

争者間の合意は、取引に対する協調的拒否の問題

を提起する。裁判所は、このような水平的関係で

の取決めで望ましい競争が確保されるため、異な

る具体的な状況設定に応じて異なる結論を出して

いる。たとえば、４つの大手映画製作会社がペイ

テレビ・ネットワークを作り９ヶ月間、そのネッ

トワークだけに映画を配給する事案について、映

画の価格と９ヶ月の独占配給のメカニズムは、競

争を阻害するものと認定した。National Football

League（NFL）の株主に対して、他のメジャー

なプロスポーツ・リーグの所有を禁止するNFL

メンバー間の合意は、合理性があり違法ではない

とした。他方で、ソフトドリンクの製造会社のグ

ループが、ペットボトルの製造を行うジョイン

ト・ベンチャーを作り、８０％のペットボトルはそ

のジョイント・ベンチャーから仕入れる合意に対

しては、裁判所は、競争への実際の、また想定さ

れうる害を与える証拠は見出せないとした。

排他的商慣行が純粋に垂直的なB２Bのものであ

る場合は、その排他的な扱いの合意は、シャーマ

ン法第１条（取引制限行為の禁止）とクレイトン

法第３条（排他取引等の禁止）を合わせて事案を

分析すべきである。Tampa Electric Co. v. Nash-

ville Coal Co．の事案で最高裁は、次のような審

査のフレームを示した。

…関係企業間の力関係や、その市場の全取引量

に占めるシェア、そのシェア分の優先買取り権が

有効競争に及ぼす現在と将来の効果を考慮しつつ、

有効競争へのその排他的扱いを定めた契約が及ぼ

す影響に重点をおく審査を…

同様に、第１巡回控訴裁判所のBoudin判事は、

「排他性が争点の事案で、真の問題は締め出しと

その因果関係である。」と述べている。競争の因

果関係を裁判所が分析するときの「ものさし」は、

競争促進を正当化するさまざまな要素に配慮する

のは当然として、具体的には次のようなものが考

えられる。制約に由来する排他性の程度。その期

間と終了可能性。締め出しがない市場の割合と競

争者の自由裁量の範囲。サプライヤーや顧客への

代替的なアクセス・ルートの有効性。排他的扱い

をされたライバル企業が排他的扱い打破の対抗措

置を取りうる可能性。その市場でライバル企業が

かける競争コスト増加の想定インパクト。

「B２Bが独占力をもつ。あるいは独占力をもつ

危険な兆候がある。」このような場合、排他的商

慣行は、シャーマン法第２条（独占行為の禁止）

の独占や、独占の企図を禁止する条項に基づき審

査の対象になりうる。

反トラスト当局による最近の一連の同意判決に

は、強力なネットワーク効果が発揮される状況で

の水平的・垂直的な排他的商慣行に対する憂慮の

高まりが反映されている。たとえば、「FTD

Only」プログラムに反トラスト当局が挑んだ。

このプログラムは、FTDの鑑賞植物配送ネット

ワークのみを利用する果樹園芸業者には、経済的

報奨を与えるというものである。排他性を維持す

るためのインセンティブは、投票権付きの株式の

交付、地域での広告出稿量アップ、手数料割引で

ある。関係者は、「競合する配送システムへの参

加を控える見返りにFTDが経済的インセンティ
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ブ、恩典を与えること」を禁止する執行命令に同

意した。

テネシー州の大手薬品ネットワークである

RxCare of Tennessee, Inc．が、競合するデスカ

ウント・ネットワークへの参加に制裁を加えたこ

とに対し、FTCは異議申立てを行った。RxCare

のルールには、RxCareネットワーク以外のとこ

ろで償還率が低ければRxCareでもそれと同率に

するという「最恵国」条項があった。RxCareは、

薬品ビジネスのほとんどを傘下におさめていたの

で、他のネットワークへの参加を不可能にし、ま

た、競合ネットワークの設立や拡大を阻止するこ

とができた。同意命令では、RxCareの参加協定

での「最恵国」条項は禁止された。

また、主要ATMネットワークであるMACが、

その参加銀行に他のネットワークのATM処理

サービスの利用を禁止するルールを、FTCは問

題視した。このルールは、地域ATMネットワー

クアクセス市場での独占力を維持する手段であり

違法なものであった。データ処理を支配すること

により、MACは、他のネットワークにも参加す

るメンバー銀行との関係も維持でき、その結果、

他のネットワークの発展が一層困難になった。同

意判決では、MACに対し、ネットワークアクセ

スとATM処理サービスの統合を禁止し、また、

そのメンバー銀行が他のATMネットワークに参

加する禁止条項の破棄を命じた。

さらに、PC（パーソナルコンピュータ）のOS

（基本ソフト）市場での排他的効果をもつライセ

ンス契約に対し排除命令が出た。マイクロソフト

のライセンス戦略は、ライバル企業がOEMメー

カへのアクセスを阻みOS市場の競争を減らすも

のであった。同意取決めでは、「per processor」

ライセンス、すなわち、「マイクロソフトのOSを

使っているか否かを問わずある種のマイクロプロ

セッサを使うPCすべてに対し、OEMメーカは、

ロイヤルティを支払うライセンス」と、「最低取

引コミットを含むライセンス契約」を、マイクロ

ソフトに禁止した。

�３ 潜在的な競争阻害

１９９５年、FTCは、ハイテク市場での競争政策

に関する公聴会を開いた。その結果をとりまとめ

た１９９６年のスタッフレポートでは、ネットワーク

効果とネットワーク切替えコストに注意を喚起し

た。ネットワークの効率と消費者の切替えコスト

を考えると、小規模な競合事業者が、市場に参入

し有効競争を展開し市場で有力な勢力になるのは

難しい。ハイテク・ネットワーク環境では、人ま

ねや、競争の若干の激化、わずかの値下げは、意

味をもたない。将来技術の競争での優位性は、現

在の技術での競争の対価である。巨大で優位にた

つネットワークの便利さを超えるだけの進化をと

げるには、時間がかかり、その間、この巨大ネッ

トワークは市場支配力を行使できるかもしれない。

外部購入・販売を制限する商慣行は、B２Bにつ

いても審査する必要性は高まっている。市場の独

占は、一度達成されたらその排除は容易ではない。

排他的な取引環境を形成し、買い手、サプライ

ヤーが競合B２Bを利用できなくする商慣行のメ

リット・デメリットを、反トラスト当局は十分

チェックしなければならない。たとえその排他的

商慣行が強制ではなく利益誘導であっても、また、

完全独占を一部解除するものであっても、このよ

うな商慣行が重大な競争減殺の損害を与えること

もある。

排他的商慣行と事実上の排他性を生み出す所有

者の利害によって、B２B参加者は、ライバルB２B

など競合する取引システムへの支援や援助が制約

される。ただ一つのB２Bへ取引関係者を拘束する

ことは、市場間の競争を低下させ、B２B全体の市

場の発展を損なう可能性がある。ネットワーク効
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果が大きいB２Bにさらに排他性を加味すれば、そ

のB２Bに「チップ」を与えるようなもので、競合

市場の発展を阻む結果となりうる。

弊害の一つは、価格の上昇である。B２Bはサー

ビスから収入を得るが、市場支配力をもつB２Bは、

競争価格を上回る価格を設定できる。B２B参加者

が他のB２Bや専用線ネット、自前のEDIシステム、

オフラインの取引市場に移る可能性があれば、こ

の支配力を発揮することはできない。

別の弊害は、サービス水準の低下だ。市場支配

力を有するB２Bは、成功に安んじサービス機能を

低下させるおそれがある。もっと油断がならない

のは、B２Bの一般ユーザとB２B所有者を差別し所

有者に特別サービスを行うことだ。たとえば、市

場支配力をもつ売り手所有のB２Bでは、価格の極

大化を図るようなオークションを設計し売り手に

恩典を与えることが想定される。他のB２Bとの競

争があれば、このような事態はふせげる。

技術革新が進まなくなることも心配だ。技術革

新は、B２B競争の重要要件だとの指摘がある。競

合ライバル間の切磋琢磨がなくなれば進歩はペー

スダウンする。しかし、これに対してはB２Bの技

術革新は産業を超えて横断的に進むもので、一つ

の産業でのB２Bの競争いかんの影響はわずかでは

ないか、という人もいる。両者の見解はいずれも

的を得ている。コア・ソフトウエアは、産業横断

的に発展する。他方で、いろいろなサービスを利

用ニーズに合わせて開発しリンクを張る部分は、

産業固有的な色彩が強い。

排他性は、市場参入を難しくし、既存のB２Bの

市場支配力を長期化させる。参入はすべての競争

阻害をなくすと主張する人もいれば、参入スピー

ドは実際はそれほどはやくなく競争維持にそれほ

ど貢献しないとの意見もある。ネットワーク効果

の有効性や規模の経済が買い手、サプライヤーの

参入を阻む排除条項で強められる限り、競争減殺

効果をふせぐという新規参入の効果は薄らぐ。

�４ 分析のフレームワークと判断基準

排除が競争環境にどう影響するかの評価はどの

ように行うのか。有効競争市場と市場間競争の因

果関係を生み出す商慣行や所有構造の影響につい

てまず焦点をあてるべきだ。

競争減殺の潜在的な損害の評価は、商慣行の性

質を調べ、それが実際どう制約となったか、つま

り、その商慣行が売り手、買い手のライバルB２B

への支援をどれほど厳しく制限したか、を見極め

ることから始まる。たとえば、最低取引量のコ

ミットの強制は、比較的穏やかで効果がないよう

に見える。次に評価するのは、B２Bの特異な活動

に焦点をあて、個々の環境下で排他性が果たした

役割である。最後に、排他的商慣行や所有構造が、

競争継続の可能な代替的市場の存続に足る売買を

許しているか、を調べる。

もちろん、排除に起因する競争促進的な要素も

考慮する必要がある。ネットワーク効果は、B２B

では効率性の重要要素だ。B２Bのサイズが便益と

競争阻害の危惧の両方を生むことに配慮しない分

析は不完全だ。それゆえ、ネットワーク効果の実

現に寄与する限りにおいて、排除はメリットがあ

る。しかし、これで事足れりではない。

１） ある産業で、ネットワーク効果は、どれほ

ど強力で広がっているか。ネットワークの有

効性は、徐々に弱まり始め、競争減退を正当

化するほどではなくなる可能性がある。圧倒

的なネットワーク経済がなくなれば、B２B市

場の競争の余地は生まれる。一つの産業のサ

プライ・チェーンにつき２つ以上のB２Bは存

続するであろう。たとえ強力なネットワーク

の効率性を得るため、競合B２Bが統合を図ろ

うとしても、他のB２Bが選択され競争が維持

されるかもしれない。
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２） 排他的商慣行は、ネットワークの効率を達

成するため真に必要か。強力なネットワーク

の効率をもったB２Bが、売り手、買い手に本

来的な魅力をもつならば、排他性など不必要

ではないか。大規模コンソーシャムB２Bの所

有についても言える。ネットワークの有効性

は広範な参加に由来し、必ずしも所有者が多

数であることは必然ではない。

３） 競合B２B市場間の互換性は、競争を犠牲に

せず望ましいネットワークの効率の達成に寄

与するか。換言すれば、市場のインター

フェースへのオープンアクセスは、現実的で

制約のすくない選択肢になるか。少なくとも

理論的には、互換性は、ネットワークの効率

を達成する代替的手段になりうる。しかし、

なおその実現可能性に問題は残る。今のとこ

ろ、B２B相互のコミュニケーションはわずか

で、取引記録の所有権の扱いなどなお乗り越

えるべき大きなハードルがある。さらに、本

当に競争促進効果をもつかの議論が残る。互

換性のある市場間の競争の性質と程度や、B２

Bを発展させ改良するインセンティブが互換

性で損なわれないか、といった点はなお究明

されなければならない。

排他的商慣行は、他の効率性から支持される可

能性がある。B２Bは、その建設・管理資金を出す

投資家、金融機関に納得してもらうには一定以上

の取引高、取引量を維持する必要がある。同様に、

産業の主要企業によるコンソーシャム所有は、十

分な取引高・取引量を確保し単位当たり固定費を

引き下げるため必要だ。一定量のコミットのある

取引の交渉での値決めのほうが、交渉を重ねて経

費をかける一般の取引のそれより価格が下がる場

合もある。競合市場への投資の禁止は、B２B所有

者の参加インセンティブを増し、また、最低購入

強制は、B２Bのデメリットである小ロットごとの

契約を避けるために必要かもしれない。排除は、

産業横断的なシステム標準化のため必要だとの意

見もある。

排除の問題は、一般論で片づけることはできな

い。個々の具体的な事案に即して事実関係、波及

効果などを審査することが大切だ。しかし、有効

競争を阻害する一般的な判断基準となるべきポイ

ントはある。

１） B２Bの所有者の市場シェアが大きくなれば

なるほど競争阻害の危険は増す。

２） 他のB２Bへの参加の制約が大きくなればな

るほどその危険は増す。

３） 他のB２Bとの互換性が乏しくなればなるほ

どその危険性は増す。

これは、産業コンソーシャムB２Bがアプリオリ

に違法だとか、最低取引量コミットは認められる

べきではない、と言っているのではない。参加主

要企業の高出資率、最低購入強制は、十分に

チェックすべきだと言っているにすぎない。

３ おわりに

コビシント設立までの歩みは必ずしも順調では

なかった。一昨年、GM、フォードは、各々自動

車部品調達のB２Bシステムの構築を計画した。大

手サプライヤーが、規格を異にする両社のシステ

ムに別々に合わせるのは不便だと言い出し、これ

らのシステムを統合し共同調達市場を構築したほ

うが便利であろう、との期待からコビシント構想

は生まれた。投資銀行のMorgan Stanley Dean

Witterは、統合システム運営会社の有望性と自動

車部品調達のコスト削減効果を説いた。この結果、

両社は統一システムに合意しダイムラークライス

ラーへも参加を呼びかけ、昨年２月２５日に構想を

発表した。４月には、ルノー・日産グループも参

加を表明した。しかし、設立パートナーからの呼

びかけにも、欧州の自動車メーカにはなお参加に
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慎重なところが多い。また、コビシントへの参加

といってもわが国の自動車メーカの多くはコビシ

ントに出資しない意向のようだ。さらに自動車部

品メーカのなかには、コビシントが自動車組立て

メーカ（OEM）主導であることに反発しつつ、

やむを得ず参加表明をしたところもある。コマー

スワンとオラクルの２社が加わったのも、コマー

スワンはGMのシステム開発を、オラクルは

フォードのそれを担当してきた実績から、いずれ

も外せなかったからであろう。そもそも、現在の

OEMと部品メーカとの関係は、従来より大きな

単位で部品の開発や組立てを部品サプライヤーに

要請する、「モジュール化」の方向にある。コビ

シントがこのモジュール化の流れにうまく乗れる

か注目されるところだ。

このように一つのB２Bをとってもその内情は複

雑だ。しかし、B２Bは２１世紀の経済・産業の構造

を大きく変貌されリードするエンジンであること

も確実である。

B２Bは、これまでのものさしで測れない未知の

部分が多いし、さらにB２Bに起因する構造変化の

スピード、広がりは予想を超えるものがあろう。

反トラスト法、独禁法の競争促進、消費者利益の

保護という法益との整合性をどうとっていくかは、

大きな課題である。

わが国の公正取引委員会は、昨年１１月８日、

「原材料等の共同調達を目的とする企業間電子商

取引市場の設立に関する事業者からの相談事例に

つて」を公表した。B２Bと独禁法との関係につい

ての見解である。FTCや独連邦カルテル庁と同

じく、なお推移を見守り状況を見極めてから判断

しようという姿勢だ。

今後、日米独、EUをはじめ各国、国際機関の

反トラスト・独禁当局が、互いに協調し、このス

ピードと変化が激しいB２Bビジネスにどう取り組

んでいくのか、これからの舵さばきを注視してい

くことは大切だと考える。

（補足）司法省の国際競争政策諮問委員会のレ

ポート

昨年２月、司法省の諮問委員会は、２年以上に

わたる議論の成果をレポートのかたちで発表した。

そのレポートの中で電子商取引について考察した

部分があるので、そのレポートの抜粋を紹介する。

技術が潜在的な成長を爆発的に顕在化させた分

野の１つが電子商取引である。電子商取引は、コ

スト削減、消費者ニーズの多様化・拡大に対し驚

異的な機会を提供している。あらゆる業界でイン

ターネットを用いて、購入コストのカットや、原

材料供給連鎖系の管理、ロジスティックス・在庫

の合理化、生産の計画、顧客のより効果的な調査

などが行われている。電子商取引は、これまでの

地理的なバリアにかかる様々な障害をへらすこと

ができるし、顧客へは情報収集、価格比較、個別

的な選択満足といった能力を与えることができる。

競争政策の積極的な活用により、顧客は、この

新技術の利便を獲得し、電子商取引の発展を抑制

し既得権益を守ろうとする人やこの新技術を用い

て競争減殺的な行動をとろうとする人に対抗する

ことが可能になる。

インターネットを基本とする電子商取引は急激

に現実のものとなったので、そのビジネスへの影

響はようやく理解され始めたところだ。競争政策

に対する電子商取引の意味付けへの学問的な研究

もやっと緒についたところだ。電子商取引は、時

間の経過とともに幾つもの産業の市場構造を変容

させるであろうと予想されている。同時に電子商

取引によって、私的なバリアや配送バリアでこれ

まで阻まれてきたいくつかの市場での競争機会が

増大するであろう。サイバースペースは、参入バ

リアが低く完全競争のモデルを提供してくれるこ
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とから、電子商取引の分野では反トラスト法の必

要性は減少ないし消滅するとの主張もある。

電子商取引の発展は、多くの競争促進的な効果

を生み出す一方、また、既存の反トラスト法は、

電子商取引の結果として起こるダイナミックな変

化に対応できるのかという問題提議もなされてい

る。FTC委員長Pitofskyは、「反トラストの原則

は重厚長大産業の文脈で主として生成されてきた

が、この原則がハイテク産業との関連で登場した

新しい問題にも同様に的確に適用できるのか、疑

問を呈する人もいる。しかし、この成長し重要性

が増す経済部門に対して、この反トラストの原則

を放棄するのは間違った道だと思う。」と言って

いる。

サイバースペースは、疑いもなく市場を基本と

する競争を増加させる。しかし、反トラスト法の

執行ニーズはなお存続する。なぜなら、電子商取

引の新規参入者との競争において、その機先を制

するため競争減殺的な行動をとる企業もありうる

からである。

２１世紀の競争政策への世界的な挑戦を考える場

合、電子商取引は、重要なフロンティアの課題で

ある。

従来型の反トラスト問題。たとえば、カルテル、

価格シグナリング、競争減殺的な販売協定は、電

子商取引・ハイテク環境でも生じるであろうし、

国の管轄権を超えて発生する。

潜在的なネットワーク効果。これは、世界的な

規模での独占や集中に結びつく。

隠れた重商主義。政府や企業による新たな干渉、

制約の増大。これは国内・世界市場での競争を減

らし、消費者・生産者いずれも害する。

従来型の反トラスト問題

電子商取引の発展は、従来型の反トラスト問題

を顕在化させ、消費者に電子商取引の便益を享受

させるため反トラストの規制を要請する。たとえ

ば、これまでの配送業者は、より効率的で積極的

なインターネット競争者の取り扱いを取り止める

よう、同業者間で協調しボイコットを企てるかも

しれない。競争者の協調、インターネット上での

排他的な取引、インターネット配送上でのメーカ

の非価格的制限などは、電子商取引の文脈で再来

する伝統的な反トラスト問題である。これまでの

ところ、これらの反トラスト問題から消費者を守

るため、反トラスト法の枠組みが機能しないこと

を示す事例はでてきていない。司法省は、最近、

電子商取引市場の競争を守るため行政措置を講じ

た。（インターネット部門の売却を条件とする

WorldCom／MCI合併の承認など）

新登場の技術は、既存の反トラスト法違反、た

とえば、出荷量制限、価格引上げをねらった共謀

協定、価格シグナリング、競争減殺的な販売協定

をもたらす、といった違法行為を誘引する手段と

なりうる。たとえば、企業間通信でインターネッ

トなどの情報通信ネットワークが一層有効利用さ

れることは、企業間で違法な情報交換から生まれ

る共同謀議の可能性を増大させることになる。新

技術は競争政策の実施への新たなチャレンジとな

るが、既存の競争政策分析がこれに応えられない、

不十分だとみなす理由はない。事実、幾つかの事

例はすでに顕在化している。共謀を助長する電子

通信の利用に関する申し立てが９０年代初めにお

こった。Airline Tariff Publishing Co．（９４年３

月）この問題は、従来の反トラスト法のツールを

使って分析された。）さらに重要なことは、問題

の探知、調査は、電子メディアの助けを借りて行

われていることだ。電子商取引は、破壊が困難な

記録を作成できる電子メディアを通じて行われ、

したがって共同謀議を探知することは一層容易に

なっている。

電子商取引市場に対する反トラスト法の適用は、

管轄権と定義の点で困難な問題を生み出している。
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インターネット上の電子商取引は本質的にボーダ

レスであるので、特定の法律の適用に関する管轄

権の問題は避けて通れない。管轄権問題は、電子

商取引が国境を超えた通商の重要な部分になって

きているのでなおさら重要だ。

ネットワーク効果

ネットワーク効果は、２つの分野で起きる。電

話、インターネットのようなリアル・ネットワー

クでは、ネットワーク効果は、相互接続、互換性

から生じる。たとえば、１つの電話は、もしすべ

ての人が電話機をもっていれば最も価値がある。

バーチャル・ネットワークでは、商品役務の利用

者の数が増えればその商品役務から派生する商品

役務の数が増える。この結果、商品が優越的なも

のになると派生商品の生産者（優越的なOSソフ

トに付随するプログラムを作成するソフト会社）

は、そのドミナントシステムでのみ利用可能な商

品しか制作しない。

ハイテクと電子商取引市場は世界的な規模で

ネットワーク効果を発展・促進させる。その結果、

独占と独占者による不正な行動が助長されるので

はないか、との議論がある。インターネットと電

子商取引技術は、ネットワーク効果との連関性が

強く「一人勝ち」（winner takes all）になりがち

で、勝者の技術はドミナント技術になる。電子商

取引とハイテクの市場では他の技術に乗りかえる

コストは禁止的に高いので、独占を除去すること

が困難だ。競争当局は、オープンアーキテク

チャーとコンテスタビリティにかかる課題に特に

注意を払う必要があるかもしれない。ネットワー

ク効果は、ハイテク企業間の国際的な合併に対し

反トラスト法をどう適用するかについても問題を

提議している。

ネットワーク効果が大きい産業において、ドミ

ナント標準がしばしば登場する。反トラストの視

点からは、一度ドミナント標準がある産業に出来

ると、標準を解体し消費者の福利を減退させる危

険をおかさないと、競争構造の再構築は困難にな

ろう。

隠れた重商主義

電子商取引の競争促進効果にもかかわらず、市

場の遮断の可能性は、インターネット上のビジネ

スを行う国内外の企業の能力を抑制するかもしれ

ず、競争と海外市場での参入を阻害するであろう。

このような制約は隠れた重商主義の形態をとるか

もしれない。あまりに広範な政府主導の規制や産

業標準は重なり合って制限となるおそれがある。

さらに、国によって重要な規制が異なることは、

電子商取引企業が海外市場へ参入する障壁になる

可能性が高い。競争促進や消費者保護を担当する

行政当局は、相互に意見交換や協力を進め、経済

規制と消費者保護規制との間の自然な緊張関係が、

競争を阻害しないように配慮しなければならない。

市場の遮断は、潜在的に様々な形態をとる。た

とえば、インターネット広告への制限的な規制が

ある。比較・価格広告のようなある種の競争慣行

を禁止する法律は、ローカルビジネスと競争する

ウェブサイトで禁止されるかもしれない。つまり、

各国は、電子商取引の規制において保護主義的な

規制が健全な公共政策を装って導入されることに

注意を払う必要がある。

考慮すべき選択的アプローチ

米国政府が国内で、また、外国や国際機関と協

調してとりうる数多くのアプローチがある。いず

れのアプローチも相互に排他的ではない。１つの

想定されるアプローチは、なにもしないことであ

る。電子商取引・ハイテク分野は、世界市場にお

ける競争の増大に大きく貢献しており、市場の変

化も激しい。政府の反トラスト規制に名を借りた

干渉は間違っており時の流れについていけないの

ではないか、との指摘がある。この論理によれば、

政府の行動は、電子商取引・ハイテク市場の発展
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にあまり貢献せずかえって有害であるかもしれな

い。別のアプローチは、電子商取引の競争を冷や

す過剰な政府や民間の規制を減らすため、国際

ルール、原則を採用することである。米国は、電

子商取引分野において増大する問題の相互理解を

深めるため、対話（交渉ではない）を開始するこ

とが可能だ。議論の中心は、一層弾力的な、ダイ

ナミックな反トラスト政策・措置が必要か否か、

企業はオープンアーキテクチャーの確保を義務づ

けられるか否かである。より野心的なアプローチ

は、電子商取引にある潜在的な競争問題に対処す

るため国際協定の制定に向けて交渉することであ

る。

米国の政策当局は、新しいダイナミックな政策

アプローチが必要かを検討しなければならないか

もしれない。ある意味で、「新らしい問題には新

しい立法で」の検証が必要かもしれない。反トラ

スト当局は、これまで示された問題に配慮した政

策ガイドラインを採用することも可能だ。そのほ

か、合併や、国際業務、技術ライセンスの分野を

対象に定めた各ガイドラインやFTCのジョイン

ト・ベンチャーガイドライン案を修正し拡張する

ことも検討されるべきだ。
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〈資料〉

原材料等の共同調達を目的とする企業間電子商取引市場の設立に関する事業者からの

相談事例について

平成１２年１１月８日

公正取引委員会

公正取引委員会は、事業者から原材料等の共同調達を目的とする企業間電子商取引市場（Business to

Business ［BtoB］市場）の設立に係る相談を受け、その回答を行ったところであるが、今後、事業者

によるBtoB市場の活用が活発化することが予想されることから、これら事業者の取組の参考とするた

めに、当該相談の概要を取りまとめて公表することとした。

１ 相談の要旨

�１ A社を含む国内外のX製品製造業者６社（以下「６社」という。）は、BtoB市場を利用した原材料

等の調達を目的に、共同で調達サイトを運営する会社（以下「運営会社」という。）を設立すること

としているが、本件調達サイトは独占禁止法上問題はないか。

�２ 調達サイトでは、X製品の製造に要する原材料、機材、サービス等（以下「原材料等」という。）

を取り扱う。調達方法としては、以下の３つのメニューを用意する。

ア オークション

バイヤー（X製品製造業者）が、購入希望原材料等をサイト上で公開し、これを見た他のバイヤーが

相乗りして購入ロットを大きくした上でサプライヤー（販売業者）を募り、最も低い販売価格を提示し

たサプライヤーと取引する。

イ カタログ購買
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調達サイト�

サプライヤー�

サプライヤー�

サプライヤー�

サプライヤー�

バイヤーA

バイヤーB

バイヤーC

①購入希望�

②販売申込�
　・交渉�バ イ ヤ ー A の �

個別交渉テーブル�

バ イ ヤ ー B の �
個別交渉テーブル�

バ イ ヤ ー C の �
個別交渉テーブル�

バイヤーは、サイト上に表示されるカタログ（原材料等の品目、価格、数量等が記載されている。）

を通じて原材料等をサプライヤーから購入するところ、運営会社は、バイヤー各社から提出された購入

希望原材料等に関する情報を踏まえ、当該カタログを作成するとともに、カタログに記載された取引条

件で供給可能なサプライヤーの情報をプールしておく。バイヤーは、このカタログから必要な原材料等

を選択すると、供給可能なサプライヤーの情報が得られ、これを基にサプライヤーを選定する。

ウ 相対取引

サイト上に用意された各バイヤーの個別交渉テーブル（他のバイヤーは見ることができない。）で、

バイヤーとサプライヤーが個別に交渉を行う。

対象となる品目は、需要の大半を６社による需要が占める品目や、個々のバイヤー独自のスペックが

あり、オークションやカタログになじまない品目である。

�３ グローバル市場でみた場合、X製品の６社のシェアの合計は５０％以上である。６社のうち国内で事

業を行っているのはA社のみであり、A社は国内のX製品の市場では上位の事業者である。国内には

A社のほかに、有力なメーカーが存在する。

�４ 調達サイトへの参加は、６社以外のX製品製造業者、サプライヤーとも基本的に自由であり、サイ

トでの最低購入義務や他の調達サイトへの参加制限は課されていない。また、同業種においては、現

在のところ、他に類似の調達サイトは存在しない。

２ 独占禁止法上の考え方

調達サイトの設立は、基本的には、参加者の取引機会を拡大し、受発注に伴うコストを削減すること

等により企業間取引を効率的なものとし、最終的には消費者に供給される製品の低廉化に資することに

なるものと考えられる。

しかしながら、調達サイトの仕組み・運用いかんによっては、独占禁止法上の問題を生じさせ、効率

化のメリットが消費者に還元されなくなる場合が考えられる。これら調達サイトの問題点については個

別の事案に即して判断する必要があるが、本件のような調達サイトについて考えられる問題点を整理す

ると次のとおりである。

なお、本件のように国内外の事業者が参加する調達サイトの取引については、まず、当該取引に関連

する市場において、調達サイトの仕組み・運用が競争制限的効果を有するかどうかを検討し、これが我

が国市場における競争に影響を及ぼす場合には独占禁止法上の問題が生じることとなる。
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�１ 調達の方法

ア オークション

本件のように、各バイヤーが共同して必要とする原材料等を取りまとめて購入するオークションは、

共同購入の一形式と考えられる。

当該原材料等の需要全体に占める共同購入参加者のシェアが高い場合には、共同購入によって参加者

が市場支配力を行使することとなるおそれが強く、当該原材料等の取引における競争が制限されるおそ

れがあり、また、当該原材料等を用いた製品の販売分野における参加者のシェアが高く、製品製造に要

するコストに占める共同購入の対象となる原材料等の購入額の割合が高い場合には、共同購入を通じて

参加者の販売価格が同一水準となりやすいなど、販売に関する競争が制限されるおそれがあることから、

独占禁止法上問題が生じる（独占禁止法第３条（不当な取引制限））。

イ カタログ購買

カタログ方式そのものが直ちに独占禁止法上問題となるものではないが、相談の場合においては、運

営会社がバイヤー各社の情報を基に原材料等の価格を決定し、カタログに記載するところ、カタログ掲

載価格の決定過程にバイヤーが関与する場合には、事実上バイヤーが共同して購入価格を決定するのと

同じ効果を有することとなり、当該原材料等の需要全体に占める共同購入参加者のシェアが高い場合に

は、独占禁止法上問題が生じる（独占禁止法第３条（不当な取引制限））。

ウ 相対取引

相対取引は、各バイヤーがサイト上の個別交渉テーブルを利用して行うものであり、調達サイトを利

用する点を除けば、各バイヤーがそれぞれ独自の調達システムを使ってサプライヤーと取引するのと同

じであることから、直ちに独占禁止法上問題が生じるものではない。

�２ 参加者間の情報交換

調達サイトの運営に当たっては、個々のネット取引に係る価格、数量等重要な競争手段に関する情報

が運営会社に集中することとなる。このため、ネット取引参加者が運営会社の有するこれらの取引情報

にアクセスすることが可能になると、競争関係にある参加者間の情報交換が容易となり、原材料等の購

入分野あるいは当該原材料等を用いた製品の販売分野における参加者のシェアが高い場合には、競争制

限的な行為につながりやすく、独占禁止法上問題が生じる（独占禁止法第３条（不当な取引制限））。

なお、ネット取引参加者が運営会社に出資したり、役員・従業員を派遣している場合には、特に慎重

な検討が必要である。

�３ 調達サイトでの購入義務

運営会社が、調達サイトに参加するバイヤー又はサプライヤーに対し、サイトでの購入又は販売を義

務付けたり、他の調達サイトの利用を制限することは、当該事業者の購入先又は販売先の選択の自由が

制限されることとなり、独占禁止法問題が生じる（一般指定第１１項（排他条件付取引）又は一般指定第

１３項（拘束条件付取引））。

�４ 調達サイトへの参加制限

調達サイトが当該業種において唯一の調達サイトになることなどから、当該調達サイトの利用が事業

者にとって重要な競争手段となる場合、運営会社がバイヤー又はサプライヤーのサイトへの参加を制限
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したり、又は運営会社に出資するバイヤーが当該運営会社をして他のバイヤー又はサプライヤーのサイ

トへの参加を制限させることにより、当該事業者の事業活動を困難にさせる場合には独占禁止法上問題

が生じる（独占禁止法第３条（私的独占）、一般指定第１項（共同の取引拒絶））。

３ 回答の要旨

本件については、現時点での情報に基づく限り、調達サイトの設立そのものが直ちに独占禁止法上問

題となるものではないが、以下の点に留意する必要がある。

なお、調達サイトの具体的な仕組みに未定の部分があり、それらが今後明らかになることや、調達サ

イトの今後の運用の在り方によっては、新たな事実が生じてくることがあり得るが、その場合には、当

該事実を踏まえた上で改めて独占禁止法上の問題点を検討することとなる。

�１ オークション方式について、その対象となる原材料等の需要全体に占める共同購入参加者のシェア

が高い場合又は製品の販売分野における参加者のシェアが高く、製品製造に要するコストに占める共

同購入の対象となる原材料等の購入額の割合が高い場合には、独占禁止法上問題が生じる。

カタログ購買方式について、当該原材料等の需要全体に占める共同購入参加者のシェアが高い場合、

当該参加者が運営会社の価格決定過程に関与することは、独占禁止法上問題が生じる。

�２ 運営会社に集中するネット取引に係る価格、数量等重要な競争手段に関する情報について、参加者

が他社に関する情報にアクセスすることができないよう、適切な秘密保護措置を講じる必要がある。

�３ 運営会社が、参加者に対しサイトの利用を義務付けたり、他の調達サイトの利用を制限する場合又

は特定の事業者に対しサイトの利用を制限する場合には、独占禁止法上問題が生じる。

（問い合わせ先） 公正取引委員会事務総局 経済取引局 取引部 相談指導室

電話 ０３―３５８１―５４８１

インターネット・ホームページ http：／／www.jftc.admix.go.jp
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APPENDIX A:
WORKSHOP PANELISTS

NAME AFFILIATION

John Allgaier Director, Sevices & Supplies Purchasing, General Mills

John Arnold CIO, Edison Electric Institute

Stephen Attanasio President & CEO, WIZNET, Inc.

William J. Baer Arnold & Porter

Jonathan B. Baker American University, Washington School of Law

Nailesh A. Bhatt Founder & Director, Bulk Drugs.com

Dale Boeth Vice President of Strategic Development, Purchase Pro.com, Inc.

Gerard van Breen Executive Vice President, Royal Ahold

Joseph Brodley Boston University School of Law

David Y. Chen Co―founder & CEO, Geo Trust

Tim Clark Senior Analyst, Jupiter Communications

Christopher G. Cogan Founder, Chairman & CEO, GoCo―op

Timothy Cooney Co―founder & President, Ventures ４ Sale.com, Inc.

Mark Cooper Research Director, Consumer Federation of America

Edward Correia Latham & Watkins

Andra P.（Andy）Dupont Director, Electronic Market Channels, Dow Chemical Company

Harry First Antitrust Bureau Chief, New York State Attorneys General Office

Albert A. Foer President, American Antitrust Institute

Gary Fromer Vice President, New Business and Partner Solutions, SAP America, Inc.

Jere Glover Office of Advocacy, Small Business Administration

Rod Gray CFO, Petrocosm Corporation

Margaret Guerin―Calvert Principal, Economists Incorporated

Gina Haines Co―founder & Senior Vice President Operations, Facility Pro.com

Morgan C. Harting Manager, E―Commerce Group, KPMG Consulting

Roxann E. Henry Howrey, Simon, Arnold & White

Nicholas P. Heymann Senior Vice President, Equity Research, Prudential Securities, Inc.

Captain Kurt Huff Supply Corps, United States Navy

Jerry J. Jasinowski President & CEO, National Association of Manufacturers

Steven J. Kafka Analyst, eBusiness Trade, Forrester Research, Inc.

Angie Kim President & Chief Customer Officer, equal Footing.com, Inc.

Sam E. Kinney Co―founder & Executive Vice President, Free Markets, Inc.
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Leah Knight Research Director, B２B Internet Marketplaces Worldwide, Gartner

Group

Jay Knoll Senior Staff Counsel, Detroit Diesel Corporation

Thomas Krattenmaker Mintz Levin Cohn Ferris Glovsky & Popeo

Charles Libicki Co―Principal, Interface Logic Systems, Inc.

Hal Loevy Vice President Global Marketing & Partnerships, SGSonsite. com

David Lucking―Reiley Assistant Professor of Economics, Vanderbilt University

Catherine L. Mann Senior Fellow, Institute for International Economics

Alex Mashinsky Founder & Vice Chairman, Arbinet

Lori Mirek President & CEO, Currenex, Inc.

Joel M. Mitnick Brown & Wood LLP

Timothy K. Muris George Mason University

Robert Parker Vice―President, B２E Commerce Strategies, AMR Research, Inc.

Scott P. Perlman Mayer, Brown & Platt

Charles Phillips Managing Directory, Enterprise and Internet Software, Morgan Stanley

Dean Witter

Phillip A. Proger Jones, Day, Reavis & Pogue

Roy S. Roberts Co―founder, Chairman & CEO, M―Xchange.com

Charles F.（Rick）Rule Covington & Burling

Steven Salop Georgetown University Law Center

Harpal S. Sandhu President & CEO, Integral Development Corp.

Kaushik Shridharani Managing Director, Business E―commerce, Bear Stearns & Co, Inc.

Joel E. Simkins Vice President, energy Leader.com

Dwayne Spradlin Vice President of Corporate Development, Vertical Net, Inc.

Patrick Stewart President & CEO, Metal Site, L.P.

Tim Stojka Chairman & CEO Commerx, Inc., Developer of Plastics Net

Michael Sullivan Chief Operating Officer, Hot Off the Wire.com

Shyam Sunder James L. Frank Professor of Accounting, Economics and Finance,

School of Management, Yale University

Robert Tarkoff General Counsel and Senior Vice President of Corporate Development,

Commerce One

Gretchen A. Teagarden Director, B２B E―Commerce, Salomon Smith Barney, Inc.

Robert Verloop Vice―President of Sales & Marketing, Buy Produce.com

Mark L. Walsh President & CEO, Vertical Net, Inc.

Rick Warren―Boulton MICRA

NAME AFFILIATION
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Andrew B. Whinston Director of the Center for Research in Electronic Commerce, Red

McCombs School of Business, The University of Texas at Austin

Laura A. Wilkinson Clifford Chance Rogers & Wells LLP

Alvin Zaad Commerce One

APPENDIX B:
WRITTEN STATEMENTS

NAME AFFILIATION

Dana Blankenhorn Dana Blankenhorn

Robert E. Bloch

Scott L. Perlman

Mayer, Brown & Platt

Dale Boeth Vice President of Strategic Development, Purchase Pro.com, Inc.

Matthew Bye Matthew Bye

David A. Clanton,

Sergio A. Leiseca

David J. Lang

Heiko E. Burow

Baker & McKenzie

Peter de la Cruz

Sheila Millar

Keller & Heckman, LLP

Currenex, Inc. Currenex, Inc.

Ernst & Young Ernst & Young

Albert A. Foer American Antitrust Institute

Anges Foy Cap CLEAR Ltd.

Morgan C. Harting Manager, KPMG Consulting

Lawrence Hecht Prsident, Internet Public Policy Network

James F. Henry CPR Institute for Dispute Resolution

Jerry Jasinowski President, National Association of Manufacturers

Sam Kinney Co―fonder & Executive Vice President, Free Markets, Inc.

Neil De Koker Managing Director, Original Equipment Suppliers Association

Marc L. Fleischaker

D. Reed Freeman, Jr.

David H. Evans

Arent Fox Kintner Plotkin & Kahn

Steve Leahy NR Gline

NAME AFFILIATION
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Lara J. Leibman

Richard S. Shapiro

Manager, Government Affairs―the Americas, Managing Director, Gov-

ernment Affairs―the Americas, Enron Corporation

Charles Libicki Interface Logic Systems, Inc.

Hal Loevy Vice President Global Marketing & Partnerships, SG Sonsite.com

Charles Phillips

Mary Meeker

Morgan Stanley Dean Witter

Arthur Sculley

William Woods

Partner, Sculley Brothers, LLC

CEO, Bermuda Stock Exchange

Joel Simkins Vice President, energy Leader.com

Bruce D. Sokler

Thoma G. Krattenmaker

Fernando R. Laguarda

Amy L. Bushyeager

Ruth T. Yodaiken

Ghita Harris―Newton

Mintz Levin Cohn Ferris Glovsky & Popeo （Comments of the World-

wide Retail Exchange）

Fred Sollish Executive Director, Open Buying on the Internet

Gretchen A. Teagarden Director, B２B E―Commerce, Salomon Smith barney, Inc.

M. David Wilder General Counsel, Spectrum Meditech, Inc.

NAME AFFILIATION
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